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第３章 インターネット接続サービスの内容・付加機能 第３章 インターネット接続サービスの内容等

＜6章から移動＞ 第４章 利用休止、中断及び利用停止

＜4、5、9章を統合＞ 第５章 工事及び保守

第４章 光通信端末若しくは同軸通信端末の接続等 ＜5章に移動＞
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第８章 損害賠償等 第７章 損害賠償等
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＜11章から移動＞ 第８章 JPRS・JPNICに係る諸手続きの業務の代行等

第10章 雑則 第９章 雑則

第11章 JPRS・JPNICに係る諸手続きの業務の代行等 ＜8章に移動＞

別表 別表

附則 附則

料金表 料金表

更新前

インターネット接続サービス契約約款（章対比）

更新後



第1章 総則 第1章 総則

第1条 （約款の適用） 第1条 （約款の適用）

第2条 （約款の変更） 第2条 （約款の変更）

第3条 （用語の定義） 第3条 （用語の定義）

第4条 （サービスの提供区域） 第4条 （サービスの提供区域）

第2章 加入契約 第2章 加入契約等

第5条 （加入契約の単位） 第5条 （加入契約の単位）

第6条 （加入者の単位）

第6条 （加入申込の条件）

第7条 （加入申込の方法） 第7条 （加入申込の方法）

第8条 （加入申込の承諾） 第8条 （加入申込の承諾）

第9条 （加入者による初期契約解除）

第10条 （解約）

第11条 （当社による加入契約の解除）

第12条 （契約終了時の処置）

第13条 （届け出事項の変更）

第14条 （インターネット接続サービスの変更）

第15条 （権利譲渡の禁止）

第16条 （地位の継承）

第9条 （最低利用期間）

第10条 （加入契約事項の変更）

第11条 （契約者回線の移転）

第12条 （契約者回線設置場所の変更）

第13条 （契約者回線の利用の一時中断）

第14条 （権利の譲渡の禁止）

第15条 （加入申込書記載事項の変更）

第16条 （解約）

第17条 （解除）

第18条 （サービスの終了）

第3章 インターネット接続サービスの内容・付加機能 第3章 インターネット接続サービスの内容等

第19条 （インターネット接続サービスの種類） 第17条 （インターネット接続サービスの種類）

第20条 （付加機能の提供） 第18条 （付加機能の提供）

第19条 （IP-VODの利用）

第20条 （DAZNサービスの利用）

第21条 （Huluサービスの利用）

第22条 （FODサービスの利用）

第23条 （メッシュWi-Fiサービスの利用）

第24条 （最低利用期間）

第25条 （サービスの変更及び終了）

第21条 （付加機能の利用の一時中断）

第22条 （通信利用の制限等）

第26条 （通信利用の制限等）

第4章 利用休止・中断及び利用停止

第27条 （インターネット接続サービス利用の休止、再開）

第28条 （インターネット接続サービスの中断）

第29条 （インターネット接続サービスの停止）

第4章 光通信端末若しくは同軸通信端末の接続等 第5章 工事及び保守

第23条 （光通信端末若しくは同軸通信端末の提供等） 第30条 （光通信端末若しくは同軸通信端末の接続等）

第31条 （引込設備、宅内設備の設置工事）

＜4章28条に統合＞

＜同章26条に移動＞

＜6章から移動＞

＜6章29条（インターネット接続サービスの休止）から移動＞

＜6章30条から移動＞

＜6章31条から移動＞

＜同章23条から分離＞

＜同章15条（加入申込書記載事項の変更）から移動＞

＜同章10条（加入契約事項の変更）から移動＞

＜同章14条（権利の譲渡の禁止）から移動＞

＜追加＞

＜同章13条に移動＞

＜同章15条に移動＞

＜4章28条に統合＞

＜3章24条に移動＞

＜5章33条と重複するため削除＞

＜同章13条に移動＞

　＜同章5条に統合＞

＜追加＞

＜追加＞

＜同章16条から移動＞

 ＜10章59条(書面解除)から移動＞

＜同章17条（解除）から移動＞

＜5章33条に移動＞

条対比

＜追加＞

通信（変更前） 通信（変更後）

＜10章60条から移動＞

＜追加＞

＜追加＞

＜追加＞

＜同章10条に移動＞

＜同章11条に移動＞

＜3章25条に移動＞

＜2章9条から移動＞

＜2章18条（サービスの終了）から移動＞

＜同章22条から移動＞



第32条 （自営端末設備の接続）

第24条 （光通信端末若しくは同軸通信端末の設置場所）

第25条 （光通信端末若しくは同軸通信端末に故障が生じた場合の措置）

第33条 （契約者回線設置場所の変更）

第34条 （設置場所の無償使用等）

第35条 （当社の維持責任）

第36条 （加入者の維持責任）

第37条 （電気通信設備の故障が生じた場合の措置）

第38条 （自営端末設備に異常がある場合等の検査）

第39条 （修理又は復旧の順位）

第40条 （修理又は復旧の場合の暫定措置）

第26条 （光通信端末若しくは同軸通信端末の移転）

第5章 端末設備の接続等

第27条 （自営端末設備の接続）

第28条 （自営端末設備に異常がある場合等の検査）

第6章　 利用休止・中断及び利用停止

第29条 （インターネット接続サービスの休止）

第30条 （インターネット接続サービスの中断）

第31条 （インターネット接続サービスの停止）

第7章　              第6章　 料金等

第32条 （料金及び工事に関する費用） 第41条 （料金等）

第42条 （利用料金）

第33条 （利用料金の計算） 第43条 （利用料金の計算）

第44条 （利用料金等の請求及び支払）

第45条 （ユニバーサルサービス料の支払義務）

第34条 （定額利用料の支払義務） 第46条 （中断、停止の場合の支払い）

第35条 （工事費の支払い）

第36条 （料金等の支払い）

第47条 （料金等の減免）

第37条 （ユニバーサルサービス料の支払義務）

第38条 （割増金） ＜削除＞

第48条 （延滞金）

第39条 （消費税相当額の加算） 第49条 （消費税相当額の加算）

第40条 （端数処理） 第50条 （端数処理）

第41条 （延滞利息）

第8章　 損害賠償等 第7章　 損害賠償等

第51条 （損害賠償）

第42条 （責任の制限） 第52条 （賠償責任の限定）

第43条 （免責） 第53条 （免責事項）

第9章　 保守

第44条 （当社の維持責任）

第45条 （契約者の維持責任）

第46条 （契約者の切分責任）

第47条 （修理又は復旧の順位）

第48条 （修理又は復旧の場合の暫定措置）

第8章　 JPRS・JPNICに係る諸手続き業務の代行等

第54条 （JPRS・JPNICに係る諸手続きの業務の代行等）

第10章　 雑則 第9章　 雑則

第49条 （承諾の限界） 第55条 （承諾の限界）

第50条 （利用に係る契約者の義務） 第56条 （利用に係る加入者の禁止行為及び義務）

第57条 （加入者の関係者による利用）

第58条 （情報等の削除等）

＜追加＞

＜追加＞

＜11章62条から移動＞

＜11章から移動＞

＜5章40条に移動＞

＜5章39条に移動＞

＜追加＞

＜第5章に移動＞

＜5章35条に移動＞

＜同章48条に移動＞

＜同章41条に統合＞

＜同章44条に移動＞

＜同章45条に移動＞

＜2章12条から移動＞

＜4章28条に移動＞

＜4章29条に移動＞

＜追加＞

＜9章46条（契約者の切分責任）から移動＞

＜5章28条から移動＞

＜9章47条から移動＞

＜9章48条から移動＞

＜4章に移動＞

＜4章27条に移動＞

＜5章に移動＞

＜5章32条に移動＞

＜5章38条に移動＞

＜同章37条から移動＞

＜同章36条から分離し新設＞

＜同章41条（延滞利息）を移動＞

＜追加＞

＜10章52条（契約者からの契約者回線の設置場所の提供等）から移動＞

＜5章36条に移動＞

＜5章37条に移動＞

＜9章46条（契約者の維持責任）から移動＞

＜9章44条から移動＞

＜同章33条に移動＞

＜同章36条に移動＞

＜5章33条と重複するため削除＞

＜5章27条（自営端末設備の接続）から移動＞



第51条 （サービスの提供範囲等） 第59条 （サービスの提供範囲等）

第52条 （契約者からの契約者回線の設置場所の提供等）

第53条 （契約者からの電気の提供等）

第54条 （技術的事項及び技術資料） 第60条 （技術的事項及び技術資料）

第55条 （機密保持） 第61条 （機密保持）

第56条 （便宜の供与）

第57条 （不正利用の禁止）

第58条 （個人情報の取り扱い） 第62条 （個人情報の取扱い）

第63条 （カスタマーハラスメントについて）

第64条 (反社会勢力の排除）

第65条 （準拠法）

第66条 (関連法令の遵守)

第59条 （書面解除）

第60条 （IP-VODの利用）

第61条 （協議事項）

第62条 （サイバー攻撃への対処） 第67条 （サイバー攻撃への対処）

第68条 (協議事項)

第69条 (合意管轄)

第70条 (特約)

第11章　 JPRS・JPNICに係る諸手続き業務の代行等

第63条 （JPRS・JPNICに係る諸手続きの業務の代行等）

別表1 別表1

附則 附則

料金表 料金表

＜5章34条に移動＞

＜5章34条に移動＞

＜追加＞

＜付則から分離＞

＜８章に移動＞

＜8章54条に移動＞

＜5章34条に移動＞

＜同章56条に移動＞

＜2章9条に移動＞

＜3章19条に移動＞

＜追加＞

＜追加＞

＜追加＞

＜同章68条に移動＞

＜同章61条から移動＞

＜追加＞
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更新前 更新後 

＜追加＞ 

 

ひまわりネットワーク株式会社インターネット接続サービス契約約款 

（スマイル光/三河湾ひかり/同軸(HFC)サービス） 

（三河湾ネットワーク株式会社の業務エリア内での業務約款） 

 

第１章 総則 

 

（（約款の適用） 

第1条 ひまわりネットワーク株式会社（以下「当社」といいます）は、電気通信事業法

（（和 59 年法律第 86 号、以下「事業法」といいます）の規定に従いこのインターネット

接続サービス契約約款（以下「約款」といいます）を定め、これに基づきインターネッ

ト接続サービスを提供します。 

 

（（約款の変更） 

第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の

約款によります。なお、当社は、変更後の約款及びその効力発生時期を、所定のＷＥＢサ

イトその他相当の方法で周知するものとし、 変更後の約款は、当該効力発生時期が到来し

た時点で効力を生じるものとします。 

 

（（用 の定義） 

第3条 この約款においては、次の用 はそれぞれ次の意味で使用します。 

 用  用 の意味 

1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路、その他の電気的設備 

2 電気通信サービス 
電気通信設備を使用して、他人の通信を媒介すること、その他

電気通信設備を他人の通信の用に供すること 

3 電気通信回線 電気通信設備たる回線 

4 電気通信回線設備 
送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれ

と一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 

5 
インターネット 

接続サービス 

当社の提供する電気通信回線設備を使用して、主としてデータ

通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコル

を利用した電気通信サービス 

6 

インターネット 

接続サービス取扱

局 

電気通信設備を設置し、それによりインターネット接続サービ

スを提供する当社の事業所取扱局 

7 
インターネット 

接続サービス取扱
インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 

＜約款名・目次追加＞ 

 

ひまわりネットワーク株式会社インターネット接続サービス契約約款 

（三河湾ネットワーク株式会社の業務エリア内 

[スマイル光/三河湾ひかり/同軸(HFC)サービス]での業務約款） 

 

第1章 総則 

 

（（約款の適用） 

第1条 ひまわりネットワーク株式会社（以下「当社」といいます。）は、電気通信事業法 

(和 59 年法律第 86 号、以下「事業法」といいます。）の規定に従い、このインターネ

ット接続サービス契約約款（以下「約款」といいます。）を定め、これに基づきインター

ネット接続サービスを提供します。 

 

（（約款の変更） 

第2条 当社は、約款を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、

変更後の約款によります。なお、当社は、変更後の約款及びその効力発生時期を、所定の

ＷＥＢサイトその他相当の方法で周知するものとし、 変更後の約款は、当該効力発生時期

が到来した時点で効力を生じるものとします。 

 

（（用 の定義） 

第3条 約款において、次の用 はそれぞれ次の意味で使用します。 

 用  用 の意味 

1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 

2 電気通信サービス 
電気通信設備を使用して、他人の通信を媒介すること、その他

電気通信設備を他人の通信の用に供すること 

3 電気通信回線 電気通信設備たる回線 

4 電気通信回線設備 
送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれ

と一体として設置される交換設備及びこれらの付属設備 

5 
インターネット 

接続サービス 

当社の提供する電気通信回線設備を使用して、主としてデータ

通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコル

を利用した電気通信サービス 

6 

インターネット 

接続サービス取扱

局 

電気通信設備を設置し、それによりインターネット接続サービ

スを提供する当社の事業所取扱局 

7 
インターネット 

接続サービス取扱
インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 
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所 

8 加入契約 
当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契

約 

9 加入申込 加入契約の申込 

10 加入申込者 加入申込をした者 

11 取扱局交換設備 インターネット接続サービス取扱局に当社が設置する交換設備 

12 契約者回線 
契約に基づいて、取扱局交換設備と加入申込者の指定する場所

との間に設置される電気通信回線 

13 契約者 当社と加入契約を締結した者 

 

＜追加＞ 

 

 

 

＜追加＞ 

 

 

＜追加＞ 

 

14 光通信端末 

光サービスにおいて、当社契約者回線の終端に位置し、端末設

備とインターネット接続サービスに係る当社の設備との間の信

号変換機能を有する電気通信設備 

 

15 光接続箱 
光サービスにおいて、引込線と光通信端末を接続する機器、当

社資産と契約者資産の責任分界点 

16 同軸通信端末 

同軸（（HFC）サービスにおいて、当社契約者回線の終端に位置し、

端末設備とインターネット接続サービスに係る当社の設備との

間の信号変換機能を有する電気通信設備 

 

 

17 

 

端末設備 

電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、

１の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内（これ

に準ずる区域内を含みます）又は同一の建物内であるもの 

18 保安器 
同軸（（HFC）サービスにおいて、引込線と通信端末を接続する機

器、当社資産と契約者資産の責任分界点 

19 自営端末設備 光接続箱以降の、契約者が設置する端末設備 

20 自営電気通信設備 
光接続箱以降の、電気通信事業者以外の者が設置する電気通信

設備であって、端末設備以外のもの 

21 相互接続点 
当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づ

く接続に係る電気通信設備の接続点。 

所 

8 加入契約 
当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための 

契約 

9 加入申込 加入契約の申込 

10 加入申込者 加入申込をする者 

11 取扱局交換設備 インターネット接続サービス取扱局に当社が設置する交換設備 

12 契約者回線 
加入契約に基づいて、取扱局交換設備と加入申込者の指定する

場所との間に設置される電気通信回線 

13 加入者 当社と加入契約を締結した者 

14 引込設備 

契約者回線の一部であり、加入者がインターネット接続サービ

スを利用するため、電気通信設備に接続された引込点（クロー

ジャー）から契約対象物件の光接続箱までに設置された引込線

及び機器 

15 宅内設備 

契約者回線の一部であり、光通信端末を除き、加入者がインタ

ーネット接続サービスを利用するための加入者宅の光接続箱の

出力端子から光通信端末までの宅内線 

 

16 代理店 
当社又は三河湾ネットワーク株式会社と代理店契約を締結し、

加入契約の取次を行う者 

17 光通信端末 

光サービスにおいて、当社契約者回線の終端に位置し、端末設

備とインターネット接続サービスに係る当社の設備との間の信

号変換機能を有する当社が貸与する電気通信設備 

（（Ｄ-ОＮＵ） 

18 光接続箱 
光サービスにおいて、引込線と光通信端末を接続する当社が貸

与する機器、当社資産と加入者資産の責任分界点 

19 同軸通信端末 

同軸（（HFC）サービスにおいて、当社契約者回線の終端に位置し、

端末設備とインターネット接続サービスに係る当社の設備との

間の信号変換機能を有する当社が貸与する電気通信設備 

（（デデ）） 

20 端末設備 

電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、

１の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内（これ

に準ずる区域内を含みます）又は同一の建物内であるもの 

＜削除＞ 

 

21 自営端末設備 光接続箱以降の、加入者が設置する端末設備 

22 自営電気通信設備 
光接続箱以降の、電気通信事業者以外の者が設置する電気通信

設備であって、端末設備以外のもの 

23 相互接続点 
当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づ

く接続に係る電気通信設備の接続点 
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22 
インターネット 

接続事業者 

主としてインターネットプロトコルにより、他の事業者との接

続サービスを提供する電気通信事業者 

23 電気通信回線等 

(1)（契約者回線 

(2)（相互接続点（この欄の(3)に規定するものを除きます。） 

(3)（インターネット接続事業者との相互接続点 

(4)（その他当社が必要により設置する電気通信設備 

24 ドメイン名 
株式会社日本レジストリサービス（以下「JPRS」といいます。）

によって割当てられる組織を示す名称 

25 ＩＰアドレス 

インターネットプロトコルとして定められている

32bit/128bitのアドレス、株式会社日本ネットワークインフォ

メーションセンター（以下「JPNIC」といいます。）にて管理さ

れる番号 

26 接続機器 
ＩＰ電話サービスを利用するために必要となるアダプタまたは

デデ）等の機器 

27 

ブロードバンドユ

ニバーサルサービ

ス料 

事業法に定める「高速度データ伝送電気通信役務の提供に関す

る制度の整備に係る交付金および負担金算定等規則」（令 4年

総務省令第 70 号）により、総務省の認可に基づき支援機関が定

める回線単価に基づいて、当社が定める料金 

28 消費税相当額 

消費税法（和 63年法律第 108 号）及び同法に関する法令の規

定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法（和 25年法

律第 226 号）及び同法の規定に基づき課税される地方消費税の

額 

 

（（サービスの提供区域） 

第4条 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、インターネット接続サービ

スの需要と供給の見込み等を考慮してインターネット接続サービス区域を設定します。 

 

＜追加＞ 

 

2 当社は、インターネット接続サービス区域を表示する図表をインターネット接続サー

ビス取扱所において閲覧に供します。 

 

第２章 加入契約 

 

（（加入契約の単位） 

世帯又は企業ごとに加入契約を締結するものとします。＜6章 2項から移動＞ 

第5条 加入契約は、契約者回線１回線ごとに締結するものとします。 

 

（（加入者の単位） 

24 
インターネット 

接続事業者 

主としてインターネットプロトコルにより、他の事業者との接

続サービスを提供する電気通信事業者 

25 電気通信回線等 

(1)（契約者回線 

(2)（相互接続点（この欄の(3)に規定するものを除きます。） 

(3)（インターネット接続事業者との相互接続点 

(4)（その他当社が必要により設置する電気通信設備 

26 ドメイン名 
株式会社日本レジストリサービス（以下「JPRS」といいます。）

によって割当てられる組織を示す名称 

27 ＩＰアドレス 

インターネットプロトコルとして定められている 32bit/128bit

のアドレス、株式会社日本ネットワークインフォメーションセ

ンター（以下「JPNIC」といいます。）にて管理される番号 

 

＜削除＞ 

 

28 

ブロードバンドユ

ニバーサルサービ

ス料 

事業法に定める「高速度データ伝送電気通信役務の提供に関す

る制度の整備に係る交付金および負担金算定等規則」（令 4年

総務省令第 70 号）により、総務省の認可に基づき支援機関が定

める回線単価に基づいて、当社が定める料金 

29 消費税相当額 

消費税及び地方消費税に相当する金額（法令の改正により消費

税率に変更があった場合には、約款に別途規定がある場合を除

き、変更後の税率に従った消費税及び地方消費税の金額。） 

 

 

（（サービスの提供区域） 

第4条 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、インターネット接続サービス 

の需要と供給の見込み等を考慮してインターネット接続サービス提供区域を設定しま

す。 

2 前項の提供区域の設定により、提供するインターネット接続サービスの内容が、区域に

よって異なる場合があります。 

3 当社は、インターネット接続サービス区域を表示する図表を、インターネット接続サー

ビス取扱所において、閲覧に供します。 

 

第２章 加入契約等 

 

（加入契約の単位） 

第5条 世帯又は法人ごとに加入契約を締結するものとします。 

2 加入契約は、契約者回線 1回線ごとに締結するものとします。 

 

＜削除＞ 
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第6条 加入契約は引込線 1回線ごとに締結するものとします。 

2 （（ 世帯又は企業ごとに加入契約を締結するものとします。 

 

 

＜追加＞ 

 

 

 

 

（（加入申込の方法） 

第7条 加入申込をするときには、この約款を承認の上、次に掲げる事項について記載し

た当社所定の申込書を提出して頂くか、別に当社指定の方法で通知するものとします。 

(1)加入申込者の氏名、住所、電話番号等所定の事項。 

＜追加＞ 

 

(2)その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項。 

＜追加＞ 

＜追加＞ 

 

＜追加＞ 

 

 

（（加入申込の承諾） 

第8条 加入契約は、当社が加入申込を受け付けた順にこれを審査し、承諾したときに成

立します。但し、当社が必要と認める場合は、その順序を変更することがあります。 

2 当社は前項の規定にかかわらず、次の場合には加入契約の申込みを承諾しないことが

あります。 

(1)契約者回線の設置、又は保守することが技術上著しく困難なとき。 

＜追加＞ 

(2)加入申込者がインターネット接続サービスの料金又は工事費の支払いを現に怠り、又

は怠る恐れがあるとき。 

(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

3 料金表に定めるマンション接続サービスの申込みをすることができる者は、対応集合

住宅の入居者に限ります。 

4 会社は、加入契約が成立したときは、遅滞なく、電気通信事業法第 26 条の 2第 1項の

書面（以下「契約書面」といいます）を作成し契約者に交付するものとします。 

5 契約者の承諾があるときは、会社は、契約書面の交付に代えて、電気通信事業法第 26

条の 2 第 2 項に定める情報通信の技術を利用する電子交付の方法により前項の事項を契

約者に提供することができるものとします。 

＜追加＞ 

＜引込線は、契約者回線に含まれるため削除＞ 

＜5条 1項に移動＞ 

 

 

（（加入申込の条件） 

第 6条（加入申込者は、約款に定めるインターネット接続サービスの加入契約等の諸手続

及び対応（利用料金の支払い、工事及び保守等を含みます。）が三河湾ネットワーク株式

会社及び代理店を通じて行われることを承諾します。 

 

（（加入申込の方法） 

第7条 加入申込者は、約款を承諾の上、当社に対し、以下の各号に定める事項 

を当社指定の加入申込書へ記入し、提出するものとします。 

(1)加入申込者の氏名、住所、電話番号等の事項。 

(2)第 17 条（インターネット接続サービスの種類）に規定されるもののうち、利用を希

望するインターネット接続サービスの種類。 

(3)その他サービス提供に必要な事項。 

2 前項の申込手続は、当社が指定する電磁的手段でも行うことができるものとします。 

3 加入申込者が、未成年者、成年被後見人、成年保佐人又は成年補助人の場合、それぞれ

法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意が必要となります。 

4 当社は、年齢確認等を目的とし、身分証の提示を求める場合があり、加入申込者は、こ

れに応じる義務があります。 

 

（（加入申込の承諾） 

第8条 加入契約は、当社がこれを審査し、承諾した場合に限り、成立します。 

 

2 当社は、次の場合には加入申込を、承諾しないことがあります。 

 

(1)契約者回線の設置又は保守することが技術上著しく困難な場合。 

(2)契約者回線の設置又は保守することに多額の費用を要する場合。 

(3)インターネット接続サービスの料金又は工事費の支払いを怠る恐れがある場合。 

 

(4)その他約款上要請される事項の履行を怠る恐れや約款に違反する恐れがある場合。 

＜料金表通則 1に移動＞ 

 

3（当社は、加入契約が成立したときは、遅滞なく、電気通信事業法第 26条の 2第 1 項の

書面（以下「契約書面」といいます。）を作成し、加入者に対し、交付するものとします。 

4 当社は、加入者の承諾がある場合、契約書面の交付に代えて、電気通信事業法第 26 条

2 第 2 項に定める情報通信の技術を利用する電子交付の方法により、加入者に対し、 

前項の事項を提供することができるものとします。 

5（ 本条第 3 項における加入契約の成立時期は、契約者回線の設置が完了した日を契約成
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（（書面解除）＜10章 59 条から移動＞ 

契約者は、契約書面を受領した日（電気通信役務の提供が開始された日が契約書面の受

領日より遅いときは当該開始日）から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により電

気通信役務の提供契約を解除することができます（以下「書面解除」といいます）。ただ

し、電気通信事業法第 26 条の 3 第 1 項の総務省令で定める場合はこの限りではありま

せん。 

2 初期契約解除の効力は前項の書面を発した時に生じます。 

3 第１項の書面には、契約書面の受領日または電気通信役務の提供の開始日がこの日よ

り遅い場合は当該開始日、当該契約の内容、契約者住所、契約者氏名、当該契約の解除

を行うことを明記し、三河湾ネットワーク株式会社まで提出いただきます。郵送で行う

場合は書留郵便にて送付していただきます。郵送の場合、該当書面を会社が受理したと

きに書面解除の効力が生じます。なお、当該書留郵便に付された消印日が第 1 項の期間

を超過している場合、三河湾ネットワーク株式会社は該当書面を受理しません。 

4 契約者は、書面解除をしたことにより、以下の料金等を除き、損害賠償若しくは違約

金その他金銭等を三河湾ネットワーク株式会社より請求されることはありません。 

(1)書面解除までの期間において契約者が提供を受けた利用料金。 

(2)（既に工事が実施された場合の宅内機器工事費（3,000（円/台（税込（3,300（円/台） 

（（3）既に工事が実施された場合の引込線工事費（4,400（円（税込（4,840（円） 

5 契約者が電気通信役務の提供契約に付き書面解除を行った場合、当該契約に関して三

河湾ネットワーク株式会社が受領している金銭等については、前項の利用料金等を控除

した残金を契約者に返還するものとします。 

6 三河湾ネットワーク株式会社が書面解除制度について、契約者に対して事実と異なる

ことを告げたことにより、契約者が告げられた内容を事実であると誤認し書面解除を利

用できなかった場合は、第 1 項の期間を経過した場合でも、改めて書面解除ができる旨

を記載した書面を契約者が受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面によ

り契約の解除を行うことができるものとします。この場合の解除の効果等については、

書面契約解除と同様とします。 

 

（（解約）＜同章 16条から移動＞ 

契約者は、加入契約を解除しようとした場合、あらかじめそのことを書面により通知し

ていただきます。この場合において、解除の効力は、通知があった日から 30 日を経過す

る日、又は契約者がこの通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれ

か遅い日に生じます。契約者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日

の 30日以前に会社に届け出るものとします。 

2 前項による解除の場合、当社は、当社に帰する契約者回線に係る電気通信設備等の資産

等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有、占有する敷地、構築物等の

復旧を要する場合、契約者はその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。 

立日とします。また、加入者がインターネット接続サービスの種類の変更を行う場合は、

その変更が完了した日を契約成立日とします。 

 

（（加入者による初期契約解除） 

第9条 加入者は、契約書面を受領した日（電気通信役務の提供が開始された日が契約書 

面の受領日より遅い場合は当該開始日）から起算して 8 日を経過するまでの間、当社に

対し、書面により通知することによって、電気通信役務の提供契約を解除することがで

きます（以下「書面解除」といいます。）。但し、電気通信事業法第 26 条の 3第 1項の総

務省令で定める場合はこの限りではありません。 

2（書面解除の効力は、前項の書面を発した時に生じます。 

3 第１項の書面には、契約書面を受領した日（（電気通信役務の提供が開始された日が契約

書面の受領日より遅い場合は当該開始日）、当該契約の内容、加入者住所、加入者氏名、

当該契約の解除を行うことを明記し、当社に対し、提出するものとします。郵送で行う場

合、書留郵便の方法により、送付するものとし、当該書留郵便に付された消印日が第 1項

の期間を超過している場合、当社は、第 1項の書面を受理しません。 

 

4（ 当社は、加入者が書面解除をした場合、加入者に対し、以下の料金（以下「利用料金

等」といいます。）を除き、損害賠償、違約金、その他金銭を請求しません。 

(1）加入者が、書面解除までの期間、サービス提供を受けた分の利用料金。 

(2)（既に工事が実施された場合の宅内機器工事費（3,000（円/台（税込（3,300（円/台） 

（（3）既に工事が実施された場合の引込線工事費（4,400（円（税込（4,840（円） 

5（ 加入者が、書面解除を行った場合、当社が受領した金銭等は、前項の利用料金等を控

除した残金を、加入者に対し、返還するものとします。 

 

6（当社が、書面解除について、加入者に対し、事実と異なることを告げたことによって、

加入者が告げられた内容を事実であると誤信し書面解除を利用できなかった場合は、第

1 項の期間を経過した場合でも、加入者が改めて書面解除ができる旨記載された書面を

受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により契約の解除を行うことが

できるものとします。この場合の解除の効果等については、書面解除と同様とします。 

 

 

（（解約） 

第 10条（加入者は、加入契約を解約する場合、当社に対し、解約を希望する日の 30日前

までに、当社の指定する方法により、届け出るものとします。 

 

2（前項の場合、第 12 条（契約終了時の処置）の規定に準じて取り扱うものとします。 

 

＜同章 12 条 1 項に移動＞ 
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3 加入者は、契約を解約した時は、貸与した機器を別に当社の定める方法にて１ヶ月以

内に（当社に返還するものとします。なお、1ヶ月を過ぎて返却のない場合は、加入者は

別表に定める損害賠償金を当社に支払うものとし、損害賠償金の支払いにより、当該機

器の所有権は加入者に帰属します。 

 

（（解除）＜同章 17条から移動＞ 

当社は、次に掲げる事由があるときは、加入契約を解除することがあります。 

 

(1)第 31 条（インターネット接続サービスの停止）の規定によりインターネット接続サ

ービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。 

(2)電力・電話の無電柱化等、当社、契約者いずれの責に帰すべからざる事由により当社

の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サ

ービスの継続ができないとき。 

 

2 当社は、契約者が第 31条第 1項各号の規定に該当する場合に、その事実が当社の業務

の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項第 1 号の規定にかかわらず

インターネット接続サービスの利用停止をしないでそのインターネット接続サービスを

解除することがあります。 

3 当社は、前 2 項の規定により加入契約を解除しようとする場合、あらかじめ契約者に

その旨を通知します。 

4 当社は、当社又は加入者の責めに帰すべからざる事由により、サービス提供にかかる

当社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスを提供できなくなる場

合、加入契約を解除することがあります。この場合には、当社は、そのことを事前に加

入者に通知するものとします。（ 

5 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受けている加入者について

は、集合住宅契約が終了した場合、加入契約も当然に終了するものとします。この場合

には、当社は、そのことを（事前に加入者に通知するものとします。（ 

6 当社は、当社の従業員及び利害関係者に対する加入者の要求が妥当性を欠くと判断し

た場合や、加入者の要求を実現するための手段及び態様が社会通念上不相当であると判

断した場合、当社が書面等でその行為の解消を求める通知を行っても相当期間内に解消

しないときに、加入契約を解除することがあります。 

＜追加＞ 

7 当社は、前６項により加入契約を解除しようとする場合、あらかじめ加入者にその旨

を通知します。ただし、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告をしない

で、サービスの提供を停止すること、また、催告をしないで直ちに停止し、その加入契

約を解除することがあります。 

8 加入者は、契約が解除されたときは貸与した機器を別に当社の定める方法にて１ヶ月

以内に（当社に返還するものとします。なお、1ヶ月を過ぎて返却のない場合は、加入者

は別表に定める損害賠償金を当社に支払うものとし、損害賠償金の支払いにより、当該

機器の所有権は加入者に帰属します。 

＜同章 12 条 3 項に移動＞ 

 

 

 

 

（（当社による加入契約の解除） 

第11条 当社は、次の各号のいずれか一つに該当した場合、加入契約を解除することがあ 

ります。 

(1)第 29 条（インターネット接続サービスの停止）の規定によりインターネット接続サ 

ービスの利用を停止された加入契約について、加入者が、相当期間内に、その事実を解 

消しない場合。 

(2)（当社又は加入者の責に帰すべからざる事由（電力・電話の無電柱化等）により、当 

社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続 

サービスの継続ができない場合。 

＜同条２項に統合＞ 

 

 

 

＜同条２項に統合＞ 

 

＜同条 1項 2号と 2項に統合＞ 

 

 

 

(3)（共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受けている加入者につい 

て、集合住宅契約が終了した場合。 

 

(4)当社が、当社の従業員及び利害関係者に対する加入者の要求が妥当性を欠く又は加 

入者の要求を実現するための手段又は態様が社会通念上不相当であると判断し、加入者 

に対し、書面等でその行為の是正を求める通知を行ったにもかかわらず、相当期間内に 

当該行為の是正をしない場合。 

(5)その他当社が当社業務に著しい支障を及ぼすと判断した場合。 

2（ 当社は、前項により加入契約を解除する場合、加入者に対し、事前にその旨を通知し

ます。但し、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、通知をせず、サービスの提

供を停止した上、加入契約を解除することがあります。 

 

＜同章 12 条 3 項に統合＞ 
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＜追加＞ 

 

 

＜追加＞ 

＜同章 16 条から移動＞ 

前項による解除の場合、当社は、当社に帰する契約者回線に係る電気通信設備等の資産

等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有、占有する敷地、構築物等の

復旧を要する場合、契約者はその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。 

 

＜同章 16 条 2 項から一部分離＞ 

 

＜同章 16 条 3 項から移動＞ 

3 加入者は、契約を解約した時は、貸与した機器を別に当社の定める方法にて１ヶ月以

内に（当社に返還するものとします。なお、1ヶ月を過ぎて返却のない場合は、加入者は

別表に定める損害賠償金を当社に支払うものとし、損害賠償金の支払いにより、当該機

器の所有権は加入者に帰属します。 

＜同章 17 条 8 項から移動＞ 

8 加入者は、契約が解除されたときは貸与した機器を別に当社の定める方法にて１ヶ月

以内に（当社に返還するものとします。なお、1ヶ月を過ぎて返却のない場合は、加入者

は別表に定める損害賠償金を当社に支払うものとし、損害賠償金の支払いにより、当該

機器の所有権は加入者に帰属します。 

＜追加＞ 

 

 

＜同章 15 条から移動＞ 

（（加入申込書等記載事項の変更） 

契約者は通知した内容に変更のある場合、速やかに当社に届け出るものとします。 

 

 

2 契約者は前項の場合、別途当社の定める規定により変更に要する費用をお支払いいた

だきます。 

＜同章 10 条から移動＞ 

（（加入契約事項の変更） 

当社は、加入者から請求があったときは、第 7 条（加入申込の方法）に規定する加入契

約の内容の変更を行います。 

2 前項の請求があったときは、当社は、第 8 条（加入申込の承諾）の規定に準じて取り

扱います。 

＜追加＞ 

 

＜追加＞ 

3（加入契約を解除した場合、第 12 条(契約終了時の処置)の規定に準じて取り扱うものと

します。 

 

（（契約終了時の処置） 

 

第12条 当社は、解約又は解除により加入契約が終了する場合、引込設備、光接続箱、光 

通信端末又は同軸通信端末、無線通信端末、LAN集積装置及び無線LAN機器等の設置機器

を撤去するものとし、撤去に伴い加入者が所有又は占有する家屋、敷地、構築物等の復旧

を要する場合、その費用は加入者が負担するものとします。 

2 加入者は、前項の撤去について、当社に対し、料金表に定める費用を支払うものとしま

す。 

 

3 加入者は、解約又は解除により加入契約が終了する場合、当社から貸与されている機器

を別途当社の定める方法により返還するものとします。返還の期限は、当社が別に定め

る日を起点として 1 か月以内とし、期限を過ぎても返還がない場合、加入者は、当社に

対し、料金表に定める損害賠償金を支払うものとします。なお、損害賠償金の支払いをも

って、その機器の所有権は加入者に帰属します。 

 

＜同条 3項に統合＞ 

 

 

4 加入者は、解約又は解除により加入契約が終了する場合、当社に対し、料金表に定める

解約費、解除料及び加入契約から発生した料金その他の債務を、当社が指定する方法に

よって、当社が指定する期日までに、支払うものとします。（（ 

 

（（届け出事項の変更） 

第 13条加入者は、その氏名又は名称の変更、住所の表示変更、金融機関口座の変更、支

払方法の変更等加入申込時に当社に通知した内容に変更がある場合、当社に対し、当社

の指定する方法によって、速やかに届け出るものとします。 

2 加入者は、当社に対し、別途当社の定める変更に要する費用を支払うものとします。 

 

 

（（インターネット接続サービスの変更） 

第14条 加入者は、加入契約をした第 17 条（インターネット接続サービスの種類） 

に規定するインターネット接続サービスの変更を申込むことができます。 

2（前項の場合、第 8条（加入申込の承諾）の規定に準じて取り扱います。 

 

3（ 当社が、変更の申込を承諾した場合、加入者は、当社に対し、当社が料金表に定める

変更手続費を支払うものとします。 

4 当社が、変更の申込を承諾し、工事を行った場合、加入者は、当社に対し、当社が定め
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＜追加＞ 

 

＜同章 14 条から移動＞ 

（（権利の譲渡の禁止） 

契約者は、契約に基づくインターネット接続サービスの提供を受ける権利を譲渡できま

せん。 

 

＜追加＞ 

 

 

＜追加＞ 

 

 

 

 

 

 

 

（（低利利用期間） 

第 9条（（インターネット接続サービスについては、低利利用期間があります。 

2 インターネット接続サービスにおける低利利用期間は各サービスの提供を開始し

た日から起算して１ヶ月間とします。 

3 低利利用期間内に解除の申し出があった場合は、低利利用期間を経過したときに

解除されるものとします（解除の申し出があったときから低利利用期間が経過するまで

の間、当社は利用停止の措置をとることができます）。この場合、契約者は当社に対し、

当社の定める期日までに、低利利用期間に対応する料金（付加機能使用料を除きます。）

を当社が指定する方法により一括して支払うものとします。 

4   インターネット接続サービスについては、加入時期に応じて取り扱いが異なりま

す。詳細は以下のとおりです。 

(1) 2022 年 6 月 30 日までに加入契約を締結した場合 

(ア) 同軸（HFC）サービスのマンション接続サービス 110Mbpsコース、200Mbpsコースに

ついては、低利利用期間はサービス提供を開始した日から起算して 1 年とします。低利

利用期間内に契約の変更又は解除があった場合は、契約者は当社に対し、解除料を当社

が指定する方法により一括して支払うものとします。解除料は、変更又は解除日の属す

る月の翌月から低利利用期間の終了日の属する月までの未経過月数に対し、１ヶ月あた

り 1,310 円を乗じた額とします。 

(イ) スマイル光パック 1ギガトリプル、スマイル光パック 500 メガトリプルにおける、

第 1 項の低利利用期間は、各スマイル光パックの契約対象サービスのご利用料金が満額

請求となる月から起算して３年間とします。３年契約終了月の当月（36カ月目の月の１

る工事費等を支払うものとします。 

5 当社は、加入者が当社に対する債務を履行遅滞している等の事情がある場合、加入者に

対し、変更を承諾しない場合があります。 

 

（（権利譲渡の禁止） 

第15条 加入者は、加入契約から生じた契約上の地位及び権利義務の全部又は一部 

を譲渡できません。但し、加入者が、当社に対し、正当な事由に基づき、事前に届出を

し、当社が、これを承諾した場合には、この限りではありません。 

2 前項により、契約上の地位又は権利義務の譲渡があった場合、譲受人（新加入者）は、

譲渡人（旧加入者）の全ての義務を継承するものとします。 

 

（（地位の継承） 

第16条 相続又は法人の合併等により加入者の地位の継承があった場合には、相続 

人、合併等後の存続法人又は合併等により設立された法人は、当社に対し、地位の承継が

あったことを証明する書類を添えて、速やかに届け出るものとします。 

相続人が 2 人以上のときは、そのうちの 1 人が、当社に対し、自身のみが加入契約に関

する地位の承継をしたことを証明する書類又は他の相続人全員からの委任状を届け出る

ものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第 3章 24条と料金表に移動＞ 
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日から末日まで）、翌月（37ヶ月目の月の１日から末日まで）、翌々月（38ヶ月目の月の

１日から末日まで）のように、契約日から満３年（整数倍）の期間が終了する当月及び

経過した直後の２ヶ月間を契約更新月として定めます。契約更新月にお客様からのお申

し出がない限り、同一契約条件で３年間自動更新となり、以降も同様となります。低利

利用期間内に、契約の変更又は解約若しくは解除があった場合は、加入者は会社に対し、

解除料を会社が指定する方法により一括して支払うものとします。解除料は、下記表に

記載した額とします。2022 年 7 月以降の更新月(37 ヶ月目)にて解除料は廃止となりま

す。 

 

解除料 

       利用期間（満3年）   

1～ 12 ヶ

月目 

13～24 ヶ

月目 

25～35 ヶ

月目 
36 ヶ月（ 

37 ヶ月（ 

更新月 
38 ヶ月 

48,000 円 36,000 円 10,000 円 解除料がかかりません 

 

(2)2022 年 7 月 1 日以降に加入契約を締結した場合 

低利利用期間及び解除料は、料金表に定めるところによります。低利利用期間内に、契

約の変更 

又は解除があった場合は、加入者は会社に対し、解除料を会社が指定する方法により一

括して支払うものとします。 

 

（（加入契約事項の変更） 

第 10条（（当社は、加入者から請求があったときは、第 7条（加入申込の方法）に規定す

る加入契約の内容の変更を行います。 

2 前項の請求があったときは、当社は、第 8 条（加入申込の承諾）の規定に準じて取り

扱います。 

 

（（契約者回線の移転） 

第 11条 契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。 

2 当社は、前項の請求があったときは、第 8 条（加入申込の承諾）の規定に準じて取り

扱います。 

 

（（契約者回線設置場所の変更） 

第 12条 契約者は、契約者回線設置場所の変更について、契約者の負担により、同一敷

地内、同一構内又は同一建物内における、契約の内容の変更を請求できます。 

2 契約者回線設置場所の変更が前項に定める場所以外であった場合は、契約の内容に関

わる形態の変更又は制限がある場合があります。 

3 当社は、第１項の請求があったときは、第 8 条（加入申込の承諾）の規定に準じて取

り扱います。 

4 第１項の変更に必要な作業は、当社又は当社が指定した業者が行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜2章 13条に移動＞ 

 

 

 

 

 

 

＜5章 33条と重複するため削除＞ 

 

 

 

 

＜5章 33条 1項に移動＞ 

 

＜5章 33条 4項に移動＞ 

 

＜5章 33条 3項に統合＞ 

 

＜5章 33条 1項に移動＞ 
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（（契約者回線の利用の一時中断） 

第 13条 当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断（その

契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。

以下同じとします。）を行います。 

 

（（権利の譲渡の禁止） 

第 14 条 契約者は、契約に基づくインターネット接続サービスの提供を受ける権利を

譲渡できません。 

 

（（加入申込書等記載事項の変更） 

第 15 条 契約者は通知した内容に変更のある場合、速やかに当社に届け出るものとし

ます。 

2 契約者は前項の場合、別途当社の定める規定により変更に要する費用をお支払いいた

だきます。 

 

（（解約） 

第 16条 契約者は、加入契約を解除しようとした場合、あらかじめそのことを書面によ

り通知していただきます。この場合において、解除の効力は、通知があった日から 30 日

を経過する日、又は契約者がこの通知において解除の効力が生じる日として指定した日

のいずれか遅い日に生じます。契約者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希

望する日の 30 日以前に会社に届け出るものとします。 

2 前項による解除の場合、当社は、当社に帰する契約者回線に係る電気通信設備等の資

産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有、占有する敷地、構築物等

の復旧を要する場合、契約者はその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。 

3 加入者は、契約を解約した時は、貸与した機器を別に当社の定める方法にて１ヶ月以

内に（当社に返還するものとします。なお、1ヶ月を過ぎて返却のない場合は、加入者は

別表に定める損害賠償金を当社に支払うものとし、損害賠償金の支払いにより、当該機

器の所有権は加入者に帰属します。 

 

（（解除） 

第 17条 当社は、次に掲げる事由があるときは、加入契約を解除することがあります。 

(1)第 31 条（インターネット接続サービスの停止）の規定によりインターネット接続サ

ービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。 

(2)電力・電話の無電柱化等、当社、契約者いずれの責に帰すべからざる事由により当社

の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サ

ービスの継続ができないとき。 

2 当社は、契約者が第 31条第 1項各号の規定に該当する場合に、その事実が当社の業務

の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項第 1 号の規定にかかわらず

インターネット接続サービスの利用停止をしないでそのインターネット接続サービスを

 

＜4章 28条 1項 5号に移動＞ 

 

 

 

 

＜同章 15条に移動＞ 

 

 

 

＜同章 13条に移動＞ 

 

 

 

 

 

＜同章 10条に移動＞ 

 

 

 

 

 

＜同章 12条 1項に移動＞ 

 

 

＜同章 12条 3項に移動＞ 

 

 

 

 

＜同章 11条に移動＞ 
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解除することがあります。 

3 当社は、前 2 項の規定により加入契約を解除しようとする場合、あらかじめ契約者に

その旨を通知します。 

4 当社は、当社又は加入者の責めに帰すべからざる事由により、サービス提供にかかる

当社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスを提供できなくなる場

合、加入契約を解除することがあります。この場合には、当社は、そのことを事前に加

入者に通知するものとします。（ 

5 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受けている加入者について

は、集合住宅（契約が終了した場合、加入契約も当然に終了するものとします。この場合

には、当社は、そのことを（事前に加入者に通知するものとします。（ 

6 当社は、当社の従業員及び利害関係者に対する加入者の要求が妥当性を欠くと判断し

た場合や、加入者の要求を実現するための手段及び態様が社会通念上不相当であると判

断した場合、当社が書面等でその行為の解消を求める通知を行っても相当期間内に解消

しないときに、加入契約を解除することがあります。 

7 当社は、前６項により加入契約を解除しようとする場合、あらかじめ加入者にその旨

を通知します。ただし、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告をしない

で、サービスの提供を停止すること、また、催告をしないで直ちに停止し、その加入契

約を解除することがあります。 

8 加入者は、契約が解除されたときは貸与した機器を別に当社の定める方法にて１ヶ月

以内に（当社に返還するものとします。なお、1ヶ月を過ぎて返却のない場合は、加入者

は別表に定める損害賠償金を当社に支払うものとし、損害賠償金の支払いにより、当該

機器の所有権は加入者に帰属します。 

 

 （サービスの終了） 

第 18 条（社会情勢の変化、技術革新、設備更新、サービスの拡充に伴い、会社はサービ

スの一部または全部を終了する場合があります。その場合は、あらかじめ相当な期間を

置いて加入者に通知いたします。 

 
 

 

第３章 インターネット接続サービスの内容・付加機能 

 

（（インターネット接続サービスの種類） 

第19条 当社は、次のインターネット接続サービスを提供します。 

(1)当社が定める基本利用料金の範囲内で行うインターネット接続サービス。（以下「基

本サービス」といいます） 

(2)基本サービス以外の、別表に定める付加機能サービス。（以下「付加機能」といいま

す） 
 

 

 

（（付加機能の提供） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜同章 12条 3項に移動＞ 

 

 

 

 

＜3章 25条に移動＞ 

 

 

 
 

 

 

第３章 インターネット接続サービスの内容等 

 

（（インターネット接続サービスの種類） 

第 17条 当社は、加入者に対し、第 4条（サービスの提供区域）で設定する区域内にお

いて、次のインターネット接続サービスを提供します。 

(1)当社が、料金表に定める基本利用料金の範囲で、行うインターネット接続サービス。
（（以下「基本サービス」といいます。） 

(2)基本サービス以外の料金表に定める付加機能サービス。（以下「付加機能」とい 

います。） 

 

（（付加機能の提供） 
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第20条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供し

ます。 

但し、Mailホスティングサービスの利用はWebホスティングサービスの利用がある場合に

限ります。また、スタートプランではLAN接続サービスおよびWebホスティングサービス

の利用はできません。 

＜追加＞ 

2 弊社が提供する付加機能において、利用規約、注意事項、使用許諾契約その他利用に関

する規定を別に定めている場合は約款の規定に準じて適用します。 

3 付加機能にて提供するメールアカウントには、弊社が実施するメンテナンス情報他、

弊社からのお知らせを送信させていただきます。 

＜10章 60 条から移動＞ 

（（IP-VODの利用） 

IP-VODの利用は、「IP-VODサービス（milplus（みるプラス）加入契約約款」および「IP-

VODサービス利用規約」に定めるところによります。 

 

＜追加＞ 

 

 

 

＜追加＞ 

 

 

 

＜追加＞ 

 

 

 

＜追加＞ 

 

 

 

＜2章 9条から移動＞ 

（（低利利用期間） 

インターネット接続サービスについては、低利利用期間があります。 

 

 

2 インターネット接続サービスにおける低利利用期間は各サービスの提供を開始した日

から起算して１ヶ月間とします。 

3 低利利用期間内に解除の申し出があった場合は、低利利用期間を経過したときに解除

されるものとします（解除の申し出があったときから低利利用期間が経過するまでの間、

第 18条 当社は、加入者から請求があった場合、料金表の規定に基づき、付加機能 

を提供します。 

＜料金表 2付加機能サービスに移動＞ 

 

 

2 前項の付加機能の利用は、基本サービスの加入が必要となります。 

3 当社が、提供する付加機能につき、利用規約、注意事項、使用許諾契約その他利用に関

する規定を別途定めている場合、これらの規程に準じて適用します。 

4 加入者は、当社が、付加機能にて提供するメールアカウントにおいて、メンテナンス情

報等のお知らせを送信することに承諾します。 

 

（（IP-VODの利用） 

第19条 IP-VODの利用は、「IP-VODサービス（milplus（みるプラス）加入契約約款」 

及び「IP-VODサービス利用規約」に定めるところによります。 

 

（（DAZNサービスの利用） 

第20条 DAZNサービスの利用は、「DAZN利用規約」及び「DAZNサービスに関する利 

用規約」に定めるところによります。 

 

（（Huluサービスの利用） 

第21条 Huluサービスの利用は、「HJホールディングス社規約」及び「Huluサービ 

スに関する利用規約」に定めるところによります。 

 

（（FODサービスの利用） 

第22条 FODサービスの利用は、「株式会社フジテレビジョンが定める（FOD（利用規 

約」及び「FODプレミア）に関する利用規約」に定めるところによります。 

 

（（メッシ Wi-Fiサービスの利用） 

第23条 メッシ Wi-Fiの利用は、「メッシ Wi-Fiサービス利用規約」に定めると 

ころによります。 

 

 

（（低利利用期間） 

第24条 各インターネット接続サービスには、加入契約の低利利用期間（以下「低利 

利用期間」といいます。）があります。低利利用期間は、料金表に定めるところによりま

す。 

2（ 加入者は、料金表に低利利用期間の記載がないインターネット接続サービスであって

も、サービスの提供を開始した日から起算して１か月間は利用することを承諾します。 
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当社は利用停止の措置をとることができます）。この場合、契約者は当社に対し、当社の

定める期日までに、低利利用期間に対応する料金（付加機能使用料を除きます。）を当社

が指定する方法により一括して支払うものとします。 

4 インターネット接続サービスについては、加入時期に応じて取り扱いが異なります。

詳細は以下のとおりです。 

(1) 2022 年 6 月 30 日までに加入契約を締結した場合 

(ア)同軸（HFC）サービスのマンション接続サービス 110Mbpsコース、200Mbpsコースにつ

いては、低利利用期間はサービス提供を開始した日から起算して 1 年とします。低利利

用期間内に契約の変更又は解除があった場合は、契約者は当社に対し、解除料を当社が

指定する方法により一括して支払うものとします。解除料は、変更又は解除日の属する

月の翌月から低利利用期間の終了日の属する月までの未経過月数に対し、１ヶ月あたり

1,310 円を乗じた額とします。 

(イ)スマイル光パック 1 ギガトリプル、スマイル光パック 500 メガトリプルにおける、

第 1 項の低利利用期間は、各スマイル光パックの契約対象サービスのご利用料金が満額

請求となる月から起算して３年間とします。３年契約終了月の当月（36カ月目の月の１

日から末日まで）、翌月（37ヶ月目の月の１日から末日まで）、翌々月（38ヶ月目の月の

１日から末日まで）のように、契約日から満３年（整数倍）の期間が終了する当月及び

経過した直後の２ヶ月間を契約更新月として定めます。契約更新月にお客様からのお申

し出がない限り、同一契約条件で３年間自動更新となり、以降も同様となります。低利

利用期間内に、契約の変更又は解約若しくは解除があった場合は、加入者は会社に対し、

解除料を会社が指定する方法により一括して支払うものとします。解除料は、下記表に

記載した額とします。2022 年 7 月以降の更新月(37 ヶ月目)にて解除料は廃止となりま

す。 

 

解除料 

       利用期間（満3年）   

1～ 12 ヶ

月目 

13～24 ヶ

月目 

25～35 ヶ

月目 
36 ヶ月（ 

37 ヶ月（ 

更新月 
38 ヶ月 

48,000 円 36,000 円 10,000 円 解除料がかかりません 

 

(2)2022 年 7 月 1 日以降に加入契約を締結した場合 

低利利用期間及び解除料は、料金表に定めるところによります。低利利用期間内に、契

約の変更又は解除があった場合は、加入者は会社に対し、 

 

解除料を会社が指定する方法により一括して支払うものとします。 

 

 

（サービスの終了） 

社会情勢の変化、技術革新、設備更新、サービスの拡充に伴い、会社はサービスの一部

または全部を終了する場合があります。その場合は、あらかじめ相当な期間を置いて加

＜削除＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜4項ア、イは料金表に移動＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 加入者が、低利利用期間内に、加入契約の変更若しくは解約を行った場合又は当社が加

入契約の解除を行った場合、加入者は、料金表に定める低利利用期間に関する解除料を

支払うものとします。 

4 加入者は、前項の解除料を、当社に対し、当社が指定する方法により、当社が指定する

期日までに、一括で支払うものとします。 

 

（（サービスの変更及び終了） 

第25条 当社は、社会情勢の変化、技術革新、設備更新、サービスの拡充に伴い、第 

17 条（インターネット接続サービスの種類）に定めるインターネット接続サービスの提
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入者に通知いたします。 

 

 

（（付加機能の利用の一時中断） 

第21条 当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断（その

付加機能に係る設備などを他に転用することなく一時的に利用できないようにすること

をいいます。以下同じとします。）を行います。 

 

（（通信利用の制限等） 

第 22条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあると

きは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持

のために必要な通信及び公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うた

め、次に掲げる機関に設置されている契約者回線以外のものによる通信の利用を制限す

る措置を採ることがあります。 

 

機関名 

気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察機関（海上保安庁の

機関を含みます）、防衛機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信の

確保に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、ガ

スの供給の確保に直接関係がある機関、水道の供給の確保に直接関係があ

る機関、選挙管理機関、新聞社の機関、放送事業者の機関、通信社の機関、

預貯金業務を行う金融機関、国又は地方公共団体の機関 

2 通信が著しく輻輳(ふくそう)したとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定さ

れた数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないこと

があります。 

3 契約者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を

制限することがあります。 

4 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防

止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著し

く侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、

契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置

くことがあります。 

5 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のな

い情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。 

6 当社は、前二項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情

報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると

認められる場合に限り行います。 

 

＜6章から移動＞ 

利用休止・中断及び利用停止 

供内容の変更、同サービスの一部又は全部を終了する場合があります。その場合、加入者

に対し、あらかじめ相当な期間をもって、通知します。 

 

＜4章 28 条 1 項 5号に移動＞ 

 

 

 

 

（（通信利用の制限等） 

第26条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生又はその恐れがあるときは、災

害の予防、救援、交通、通信若しくは電力の供給確保、秩序の維持のため、必要な通信及

び公共の利益のため又は緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に

設置されている契約者回線以外のものによる通信の利用を制限する措置を採ることがあ

ります。 

 

機関名 

気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察機関（海上保安庁の

機関を含みます）、防衛機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信の

確保に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、ガ

スの供給の確保に直接関係がある機関、水道の供給の確保に直接関係があ

る機関、選挙管理機関、新聞社の機関、放送事業者の機関、通信社の機関、

預貯金業務を行う金融機関、国又は地方公共団体の機関 

2 通信が著しく輻輳(ふくそう)したとき又はその通信が発信者により予め設定された数

を超える交換設備を経由する場合、通信が相手先に着信しないことがあります。 

 

3 加入者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制

限することがあります。 

4 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防

止するために、当社又は児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が、児童の権利を著し

く侵害すると判断した児童ポルノ画像及び映像について、事前に通知することなく、加

入者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像及び映像を閲覧できない状況に置くこ

とがあります。 

5 当社は、本条第 4項の措置に伴い必要な限度で、当該画像及び映像の流通と直接関係の

ない情報についても、閲覧できない状態にする場合があります。 

6 当社は、本条第 4項及び 5項の措置について、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノ

に係る情報のみを対象とし、通信の秘密を不当に侵害しないと認められる場合に限り行

います。 

 

 

第 4章 利用休止・中断及び利用停止 
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（（インターネット接続サービスの休止） 

契約者は、家屋の建て替え等、当社がやむを得ない事由が発生したと判断する場合にの

み、当社に届け出てインターネット接続サービスの利用を一定期間休止することができ

ます。但し、この休止期間は、暦月の１日から末日までの１ヶ月を単位として１回につ

き１２ケ月を限度とします（休止期間の初め又は終わりにおいて１ヶ月に満たない期間

があっても１ヶ月として計算するものとします）。 

2 休止期間中の基本サービス利用料金及び付加機能サービス利用料金は、休止した日の

属する月の翌月から再開した日の属する月の前月まで無料とします。但し、この場合契

約者は、休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の設

備維持費として、料金表に規定する金額をお支払いいただきます。 

3 休止した日の属する月及び再開した日の属する月の基本サービス利用料金及び付加機

能サービス利用料金は、日割りによる精算はいたしません。 

4（（休止期間終了時、新規申込受付を終了したサービスを利用していた場合、会社は当該

契約を終了させることができるものとします。 

 

 

（（インターネット接続サービスの中断） 

当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの提供を中断することがあります。 

(1)電気通信設備及の保守上、又は工事上やむを得ないとき。 

(2)電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。 

(3)第 22 条（通信利用の制限等）の規定により通信利用を中止するとき。 

(4)他の電気通信事業者の電気通信サービスに障害が生じ、インターネット接続サービス

の提供が困難になったとき。 

（契約者回線の利用の一時中断）＜2章 13条から移動＞ 

当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断（その契約者回

線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じ

とします。）を行います。 

（付加機能の利用の一時中断）＜3章 21条から移動＞ 

当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断（その付加機

能に係る設備などを他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいい

ます。以下同じとします。）を行います。 

 

＜追加＞ 

2 当社は、インターネット接続サービスの提供を中断するときは、あらかじめそのこと

を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合には、この限りではありません。 

 

（（インターネット接続サービスの停止） 

当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、そのインターネット接続サービスの

利用を停止することがあります。但し、第 1 号に該当する場合の停止期間は、料金その

 

（（インターネット接続サービス利用の休止、再開） 

第27条 加入者は、家屋の建て替え等やむをえない事由が発生した場合、当社に対 

し、事前に届け出ることにより、第 17 条（インターネット接続サービスの種類）に定め

るインターネット接続サービスの利用を、一定期間休止することができます。但し、この

休止期間は、１回につき 12 か月を限度とします。 

 

2 休止期間の料金は、料金表に規定する金額とし、休止した日の属する月及び再開した日

の属する月のインターネット接続サービス基本利用料金は、日割りによる精算はいたし

ません。 

 

＜同条 2項に統合＞ 

 

3 休止期間終了時、休止前に利用していたサービスが、既に新規受付の停止や提供終了し

ていた場合、そのサービスを利用することはできず、別のサービスを利用するものとし

ます。 

 

（（インターネット接続サービスの中断） 

第28条 当社は、次の場合、加入者に対するインターネット接続サービスの提供を中断す 

ることがあります。 

(1)電気通信設備及の保守上又は工事上やむをえない場合。 

(2)電気通信設備の障害等やむをえない事由がある場合。 

(3)第 26 条（通信利用の制限等）の規定により通信利用を中止する場合。 

(4)他の電気通信事業者の電気通信サービスに障害が生じ、インターネット接続サービス

の提供が困難になった場合。 

(5)加入者からインターネット接続サービス（基本サービス及び付加機能）の一時的な 

中断の請求があった場合。 

 

 

＜同条 1項 5号に統合＞ 

 

 

 

(6)天災事変等の非常事態又は緊急事態等やむをえない事由が発生した場合。 

2（ 当社は、インターネット接続サービスの提供を中断するときは、加入者に対し、事前

に通知します。但し、緊急事態等やむをえない場合、この限りではありません。 

 

（（インターネット接続サービスの停止） 

第29条 当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合、加入者に対するイ 

ンターネット接続サービスを停止することがあります。但し、第 1 号に該当する場合の
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他の債務をお支払いいただくまでとします。 

(1)料金、工事費、延滞金、その他この約款の規定によりお支払いいただくことになった

債務（以下「債務」といいます）について、支払い期日を経過してもなお支払わない場

合。 

(2)第 50 条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反したとき。 

(3)当社が提供するインターネット接続サービスを直接又は間接に利用する者の利用に

対し重大な支障を与える態様において利用したとき。 

（（4）契約者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者の電

気通信回線等を当社の承諾を得ずに接続したとき。 

(5)前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社

の業務の遂行、又は当社の電気通信設備に著しい支障を与え、若しくは与える恐れのあ

る行為を行ったとき。 

2 当社は、前項の規定によりインターネット接続サービスの利用の停止するときは、あ

らかじめその理由、停止をしようとする日及び期間を契約者に通知します。但し、契約

者が第 50 条 1 項の禁止行為を行った場合、又は当社が該当すると判断した場合は、契約

者に通知せずに利用停止、又は情報の削除等の措置をとる場合があります。 

 

 

第 4章 光通信端末若しくは同軸通信端末の接続等 

 

（（光通信端末若しくは同軸通信端末の提供等） 

第 23 条（当社は、原則として、契約者が指定する場所において契約者の自営端末設備又

は自営電気通信設備と当社光通信端末若しくは同軸通信端末を接続します。 

2 当社及び契約者の区分は次の通りです。 

(1) ヘッドエンドの設置されたサブセンタから光接続箱若しくは保安器までの施設は、

当社側の施設とします。ただし、契約者への引込端子以降で自営柱、地下埋設等を要す

る場合は、この限りではありません。 

(2) 光通信端末若しくは同軸通信端末を除き、光接続箱若しくは保安器以降の施設は契

約者の施設とします。また、契約者は設置の際の使用機器、工法等について、当社の指

示に従っていただきます。 

(3) 集合共同引込の建物契約の場合は、光通信端末若しくは同軸通信端末を除き、契約

者施設の室内にある接続端子以降を契約者の施設とします。なお、接続端子以前の施設

については、建物基本契約によります。 

3 契約者は、光通信端末若しくは同軸通信端末の交換は請求できません。ただし、当社

が認める場合はこの限りではありません。 

＜追加＞ 

 

 

＜同条 2項 2 号より移動＞ 

また、契約者は設置の際の使用機器、工法等について、当社の指示に従っていただきま

停止期間は、加入者が、当社に対し、料金その他債務の全額を支払うまでとします。 

(1)利用料金、工事費、延滞金、その他約款の規定により支払うことになった債務（以下

（「債務」といいます。）について支払期日を経過してもなお、加入者の支払いがない場合。 

 

(2)第 56 条（利用に係る加入者の禁止行為及び義務）の規定に違反した場合。 

(3)当社が提供するインターネット接続サービスを利用する者の利用に対し、重大な支障

を与える又は与える恐れのある場合。 

(4)加入者が、契約者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事

業者の電気通信回線等を、当社の事前の承諾を得ずに接続した場合。 

(5)前各号のほか、約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業

務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を与える又は与える恐れのある行為を行

った場合。 

2 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用を停止するときは、加

入者に対し、事前にその理由、停止する日及び期間を通知します。但し、加入者が第 56

条（利用に係る加入者の禁止行為及び義務）の禁止行為を行った場合又は当社が該当す

ると判断した場合、当社は、加入者に対し、通知せず、利用停止又は情報の削除等の措置

をとる場合があります。 

 

第 5章 工事及び保守 

 

（（光通信端末又は同軸通信端末の接続等） 

第30条 当社は、原則として、加入者が指定する場所において、自営端末設備又は自 

営電気通信設備、当社光通信端末又は同軸通信端末を接続します。 

＜同章 31 条 1 項に移動＞ 

＜同章 31 条 3 項に移動＞ 

 

 

＜同章 31 条 2 項に移動＞ 

 

 

＜同条 5項に移動＞ 

 

 

 

 

2 当社は、光通信端末、同軸通信端末、無線通信端末、LAN集積装置、無線LAN機器等提供

するインターネット接続サービスごとに定められた機器を、加入者宅において、設置し、

加入者に対し、貸出します（以下「設置機器」といいます。）。 

 

3 第 1 項及び 2項の工事は、当社指定の業者で実施するものとし、当社指定の工法及び使
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す。 

＜追加＞ 

 

＜同条 3項から移動＞ 

契約者は、光通信端末若しくは同軸通信端末の交換は請求できません。ただし、当社が

認める場合はこの限りではありません。 

 

＜同章 23 条 2 項 1号から移動＞ 

当社及び契約者の区分は次の通りです。 

ヘッドエンドの設置されたサブセンタから光接続箱若しくは保安器までの施設は、当社

側の施設とします。ただし、契約者への引込端子以降で自営柱、地下埋設等を要する場

合は、この限りではありません。 

＜同章 23 条 2 項 3号から移動＞ 

集合共同引込の建物契約の場合は、光通信端末若しくは同軸通信端末を除き、契約者施

設の室内にある接続端子以降を契約者の施設とします。なお、接続端子以前の施設につ

いては、建物基本契約によります。 

＜同章 23 条 2 項 2号から移動＞ 

光通信端末若しくは同軸通信端末を除き、光接続箱若しくは保安器以降の施設は契約者

の施設とします。また、契約者は設置の際の使用機器、工法等について、当社の指示に

従っていただきます。 

＜追加＞ 

 

 

＜5章 27条（自営端末設備の接続）から移動＞ 

（自営端末設備の接続） 

契約者は、その契約者回線に別表１の技術基準に適合することについて指定認定機関（事

業法施行規則第 32 条第１項第５号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。以下同

じとします。）の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定

の書面により請求をしていただきます。 

2当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。 

(1)その接続が別表 1の技術基準に適合しないとき。 

(2)その接続が、事業法施行規則第 31条で定める場合に該当するとき。 

3当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32条第 1項で定める場合

に該当するときを除き、その接続が別表 1の技術基準に適合するかどうかの検査を行い

ます。 

4前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

 

5 契約者は、工事担任者規則（和 60 年郵政省令第 28 号）第 4条で定める種類の工事

担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は

実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第 3条で定める場合は、この限り

用機器によるものとします。 

4 加入者が、故意又は過失により、設置機器を破損又は紛失した場合、加入者は、当社に

対し、料金表記載の損害賠償金を、支払うものとします。損害賠償金の支払いによって、

その設置機器の所有権は、加入者に帰属します。 

5 加入者は、当社が認める場合を除き、設置機器の交換を請求できません。但し、当社が

認める場合の交換であっても、加入者は、当社に対し、交換手数料を払わなければならな

い場合があります。 

（（引込設備、宅内設備の設置工事） 

＜削除＞ 

第31条 当社は、ヘッドエンドの設置されたサブセンタから引込設備までの施設に 

つき、当社側の施設とし、引込設備の設置工事（以下「引込工事」といいます。）及び必

要に応じて自営柱の建柱、地下埋設等の特殊工事を行います。但し、引込工事は、加入者

が、その設置に関する料金表記載の費用を負担するものとします。 

2 前項にかかわらず、集合住宅等の共同施設に居住し、インターネット接続サービスの 

提供を受けている場合、光通信端末又は同軸通信端末を除き、加入者施設の室内にある 

接続端子以降の施設を、加入者側の施設とします。なお、接続端子以前の施設は、建物 

所有者及び当社の建物基本契約によって決定します。 

3 宅内設備は、加入者側の施設とします。その設置工事（以下「宅内工事」といいま 

す。）の使用機器、工法等は、当社の指示に従うものとし、加入者は、料金表記載の費 

用を負担するものとします。 

4 電気通信設備の改修、電柱又は道路所有者への工事の許諾申請等により引込工事まで

に時間を要する場合があります。 

 

 

（（自営端末設備の接続） 

第32条 加入者は、その契約者回線に別表１の技術基準に適合することに関する指 

定認定機関（事業法施行規則第 32 条第１項第５号に基づき総務大臣が指定した者をいい

ます。以下同じとします。）の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するとき

は、当社に対し、当社所定の書面により請求をするものとします。 

2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。 

(1)その接続が別表 1の技術基準に適合しない場合。 

(2)その接続が、事業法施行規則第 31条で定める場合に該当する場合。 

3（当社は、前項の請求の承諾にあたって、事業法施行規則第 32 条第 1項で定める場合に

該当する場合を除き、その接続が別表 1の技術基準に適合するか否かの検査を行います。 

 

4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、加入者に対し、所定の証明書を提示するものと

します。 

5 加入者は、工事担任者規則（和 60年郵政省令第 28 号）第 4条で定める種類の工事担

任者資格者証の交付を受けている者に、自営端末設備の接続に係る工事を行わせ又は実

地に監督させなければなりません。但し、同規則第 3 条で定める場合は、この限りであ
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でありません。 

6 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り

扱います。 

7 契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、当

社に通知していただきます。 

＜2章 12 条 1 項、4項から移動＞ 

（（契約者回線設置場所の変更） 

契約者は、契約者回線設置場所の変更について、契約者の負担により、同一敷地内、同

一構内又は同一建物内における、契約の内容の変更を請求できます。 

4 第１項の変更に必要な作業は、当社又は当社が指定した業者が行います。 

＜追加＞ 

 

 

 

 

＜2章 12 条 2 項から移動＞ 

2 契約者回線設置場所の変更が前項に定める場所以外であった場合は、契約の内容に関

わる形態の変更又は制限がある場合があります。 

＜2章 12 条 3 項から移動＞ 

3 当社は、第１項の請求があったときは、第 8 条（加入申込の承諾）の規定に準じて取

り扱います。 

＜追加＞ 

 

 

 

 

 

＜10章 52 条から移動＞ 

（（契約者からの契約者回線の設置場所の提供等） 

契約者回線の終端のある構内（これに準ずる区域内を含みます。）又は建物内において、

当社が契約者回線及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供し

ていただきます。ただし、契約者から要請があったときは、当社は、当社が別に定める

ところにより、その契約者回線及び端末設備の設置場所を提供することがあります。 

2 契約者は、契約者回線の終端のある構内（これに準ずる区域内を含みます。）又は建物

内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用すること

を希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。 

＜10章 53 条から移動＞ 

（（契約者からの電気の提供等） 

当社が契約に基づき設置する光通信端末若しくは同軸通信端末に必要な電気は、契約者

から提供していただきます。また当社が契約に基づき設置する電気通信設備に伴い電気

りません。 

6 加入者が、その自営端末設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱

います。 

7 加入者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、当社

に対し、通知するものとします。 

 

（（契約者回線設置場所の変更） 

第33条 加入者は、別表１の技術基準等に適合する場合、同一家屋内においてのみ 

設置機器の設置場所の変更が出来るものとします。但し、その工事は、当社指定の業者が

実施します。 

2 加入者は、次の各号のいずれかに該当し、契約者回線の設置場所の変更を希望する場

合、当社に対し、事前に届け出るものとします。 

(1) 改築・増築等同一家屋内又は同一敷地内で設置場所を変更するときで、新たに引

込工事を必要とする場合。 

(2) 当社の業務区域内における住居の変更等により、設置場所を変更する場合。 

 

3 前項 2号の場合、契約の内容に関わる形態の変更又は制限がある場合があります。 

 

 

4 第 1 項及び 2項の場合、当社は、第 8条（加入申込の承諾）の規定に準じて取り扱うも

のとし、当社が承諾した場合、加入者は引込設備、宅内設備又は設置機器の設置場所の変

更ができるものとします。 

5 引込設備、宅内設備又は設置機器の設置場所変更に伴う引込又は宅内工事の費用負担

や工事分担は、第 31 条（引込設備、宅内設備の設置工事）によるものとします。また、

引込設備や設置機器等の撤去に要する別途当社が定める費用は、加入者の負担となりま

す。 

 

 

（（設置場所の無償使用等） 

第34条 加入者は、契約者回線の終端のある構内（これに準ずる区域内を含みます。） 

又は加入者が建物内において所有又は占有する敷地及び構築物等を、当社が契約者回線

及び端末設備を設置するために必要低小限の範囲で、無償で使用することを承諾するも

のとします。 

2 加入者は、当社が、契約者回線の終端のある構内（これに準ずる区域内を含みます。）

又は建物内において、電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備の使用を希望

する場合、加入者の負担によりその特別な設備の設置をするものとします。 

 

 

3 加入者は、加入契約に基づき設置する設置機器及び電気通信設備の利用に必要となる

電源供給の費用負担につき、承諾するものとします。 
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が必要な場合は契約者に提供していただきます。 

＜10章 56 条から移動＞ 

（（便 の供与） 

契約者は、当社の指定する業者が当社の電気通信設備の検査、修復等を行うため、契約

者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれを承諾し、便 を

供していただきます。 

＜24条 2 項から移動＞ 

契約者は、契約の締結について賃貸借人その他利害関係人がある場合、事前に必要な承

諾を得るものとし、契約に関し責任を負っていただきます。 

＜9章 44 条から移動＞ 

（（当社の維持責任） 

当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則（和 60 年郵政省令第

30 号）に適合するように維持します。 

＜9章 45 条から移動＞ 

（（契約者の維持責任） 

契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を別表 1 の技術基準に適合するよう維持

していただきます。 

 

（（光通信端末若しくは同軸通信端末の設置場所） 

第 24条 当社は、当社電気通信設備を設置する為に必要低小限の範囲において、契約者

が所有、若しくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用させていただきます。 

2 契約者は、契約の締結について賃貸借人その他利害関係人がある場合、事前に必要な

承諾を得るものとし、契約に関し責任を負っていただきます。 

 

（（光通信端末若しくは同軸通信端末に故障が生じた場合の措置） 

第 25条 契約者は、次のことを守っていただきます。 

(1)当社の承諾がある場合を除き、光通信端末若しくは同軸通信端末の停止、移動、取外

し、変更、分解又は損壊をしないこと。 

(2)光通信端末若しくは同軸通信端末を善良な管理者の注意をもって管理すること。 

2 前項の規定に違反して光通信端末若しくは同軸通信端末を亡失し、又は毀損したとき

は、契約者は、当社が指定する日までに、当該装置の回復、又は修理に係る費用を負担

していただきます。この場合において、当該修理は、当社又は当社が指定する業者が行

うものとします。 

3 契約者は、光通信端末若しくは同軸通信端末に故障が生じたときは、直ちにそのこと

を当社に通知していただきます。 

 

4 前項の通知があったときは、当社又は当社が指定する業者がその原因を調査し、修理

を行います。 

5 第 3 項の故障が契約者の責に帰すべき事由により生じたときは、故障の調査及び修理

に関して要した費用は、契約者に負担していただきます。 

 

 

 

4（加入者は、当社及び当社の指定する者が、加入契約に基づく当社の電気通信設備の工 

事、検査、修理、撤去及び復旧を行う為に、加入者が所有又は占有する敷地、家屋及び 

構築物への出入りが必要な場合、これを承諾するものとします。 

 

5（ 加入者は、第１項及び 2 項に関して地主、家主、管理組合、その他の利害関係者が存

在するときは、その責任であらかじめ必要な承諾を得ておくものとします。 

 

（（当社の維持責任） 

第35条 当社は、当社の設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則（和  

60 年郵政省令第 30 号）に適合するように維持します。 

 

（（加入者の維持責任） 

第36条 加入者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、別表 1の技術基準に適 

合するよう維持するものとします。 

 

 

＜同章 34 条 1 項と重複するため削除＞ 

 

＜同章 34 条 5 項に移動＞ 

 

 

（（契約者回線その他当社の電気通信設備に故障が生じた場合の措置） 

＜削除＞ 

＜9章 56 条 1 項に統合＞ 

 

＜同章 30 条 4 項に包含されるため削除＞ 

＜同章 30 条 4 項に包含されるため削除＞ 

 

＜同条 2項に統合＞ 

 

第37条 加入者は、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができな 

くなった場合、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障がないことを確認の上、

当社に対し、直ちにそのことを通知するものとします。 

2 前項の通知があった場合、当社又は当社が指定する業者が、その原因を調査し、修理を

行います。 

3 前項の調査の結果、異常及び故障が、加入者の責に帰する事由であった場合又は当社の

電気通信設備に故障がないことが明らかになった場合は、当該調査及び修理に要した費
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6 第 4 項の調査の結果、光通信端末若しくは同軸通信端末に故障がないことが明らかと

なったときは、契約者は、当社に対し、調査に関して要した費用を支払っていただきま

す。 

7 火災、地震、風水害その他の天災地変又は落雷等による異常電圧などの外部的要因そ

の他不可抗力による接続機器の故障、破損又は滅失に関して機器の修理費、出張費が発

生した場合、契約者の負担により行うものとします。 

 

＜9章 46 条から移動＞ 

（（契約者の切分責任） 

契約者は自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であっ

て、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、そ

の自営端末設備又は自営電気通信設備に故障がないことを確認の上、当社に通知してい

ただきます。 

2 当社は前項の通知があった場合は、速やかにこれを調査し、適切な措置を講じます。 

3 前項の調査の結果、異常、故障が、契約者の責に帰する事由であった場合、及び当社の

電気通信設備に故障がないことが明らかになった場合は、当該調査、修理に要した費用

は、契約者に負担していただきます。 

4 加入者が故意又は過失により貸与機器を破損又は紛失した場合には、加入者はその損

害分として、別表記載の損害賠償金を当社に支払うものとし、損害賠償金の支払いによ

り、当該機器の所有権は加入者に帰属します。但し、債務者が自己に帰責事由のないこ

とを証明した場合はこの限りではありません。 

 

（自営端末設備に異常がある場合等の検査）＜5章 28条から移動＞ 

当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サ

ービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営

端末設備の接続が別表 1の技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めるこ

とがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合、その他事業法施行規則第

32条第 2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。 

2前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

3 第 1 項の検査を行った結果、自営端末設備が別表 1 の技術基準に適合していると認め

られないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただき

ます。 

 

（修理又は復旧の順位）＜9章 47条から移動＞ 

当社は、当社の電気通信設備が故障又は滅失した場合に、その全部を修理又は復旧する

ことができないときは、第 22条（通信利用の制限等）の規定により優先的に取り扱われ

る通信を確保するため、次の順位に従ってその契約者回線に係る電気通信設備を修理し、

又は復旧します。この場合において、第１順位及び第２順位の電気通信設備は、同条の

規定により、当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 

用は、加入者が負担するものとします。 

＜同条 3項に統合＞ 

 

 

4（ 火災、地震、風水害その他の天災地変又は落雷等による異常電圧等の外部的要因その

他不可抗力による接続機器の故障、破損又は滅失に関して、機器の修理費及び出張費が

発生した場合、加入者の負担により行うものとします。 

 

 

＜37条（契約者回線その他当社の電気通信設備に故障が生じた場合の措置） 

1 項に「契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、

その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障がないことを確認の上、」の文言を追加し

統合＞ 

 

＜同章 37 条 2 項統合＞ 

＜同章 37 条 3 項統合＞ 

 

 

＜同章 30 条 4 項に統合＞ 

 

 

 

 

（（自営端末設備に異常がある場合等の検査） 

第38条 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合、そ 

の他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合、加入者に対し、その自営端末設

備の接続が別表 1 の技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあ

ります。この場合、加入者は、正当な理由がある又はその他事業法施行規則第 32 条第 2

項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾するものとします。 

2前項の検査を行う場合、当社の係員は、加入者に対し、所定の証明書を提示します。 

3 第 1 項の検査を行った結果、自営端末設備が別表 1 の技術基準に適合していると認め

られない場合、加入者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずすことを承諾し

ます。 

 

（（修理又は復旧の順位） 

第39条 当社は、当社の電気通信設備が故障又は滅失した場合、かつ、その全部を修 

理又は復旧することができない場合、第 26 条（通信利用の制限等）の規定により優先的

に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその契約者回線に係る電気通信

設備を修理又は復旧します。この場合、第１及び第２順位の電気通信設備は、同条の規定

により、当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 
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（修理又は復旧の場合の暫定措置）＜9章 48条から移動＞ 

当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契

約者回線について、暫定的にその契約者回線を収容するインターネット接続サービス取

扱局を変更することがあります。 

 

（（光通信端末若しくは同軸通信端末の移転） 

第 26条 契約者は、別表１の技術基準等に適合し、移転先が同一敷地内又は同一建物内

の場合に限り、当社電気通信設備、光通信端末若しくは同軸通信端末の移転を請求する

ことができます。 

2 当社は、前項の請求があったとき、第 8 条（加入申込の承諾）の規定に準じて取扱い

ます。 

3 光通信端末若しくは同軸通信端末の移転の費用については、契約者の負担となります。 

 

第 5章 端末設備の接続等 

 

（（自営端末設備の接続） 

第 27 条 契約者は、その契約者回線に別表１の技術基準に適合することについて指定

認定機関（事業法施行規則第 32 条第１項第５号に基づき総務大臣が指定した者をいい

ます。以下同じとします。）の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するとき

は、当社所定の書面により請求をしていただきます。 

2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。 

(1)その接続が別表 1の技術基準に適合しないとき。 

(2)その接続が、事業法施行規則第 31条で定める場合に該当するとき。 

3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第 1項で定める場合

に該当するときを除き、その接続が別表 1 の技術基準に適合するかどうかの検査を行い

ます。 

順位 修理又は復旧する電気通信設備 

1 

気象機関に設置されるもの、水防機関に設置されるもの、消防機関に設

置されるもの、災害救助機関に設置されるもの、警察機関に設置される

もの、防衛機関に設置されるもの、輸送の確保に直接関係のある機関に

設置されるもの、通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの、

電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

2 

ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの、水道の供給

の確保に直接関係のある機関に設置されるもの、選挙管理機関に設置さ

れるもの、新聞社の機関に設置されるもの、放送事業者の機関に設置さ

れるもの、通信社の機関に設置されるもの、預貯金業務を行う金融機関

に設置されるもの、国又は地方公共団体の機関に設置されるもの（第１

順位となるものを除きます） 

3 第１位順位及び第２位順位に該当しないもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（修理又は復旧の場合の暫定措置） 

第40条 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧する場合、故障又は 

滅失した契約者回線について、暫定的にその契約者回線を収容するインターネット接続

サービス取扱局を変更することがあります。 

 

 

 

＜5章 33 条と重複するため削除＞ 

 

 

 

 

 

＜第５章（工事及び保守）に統合＞ 

 

＜5章 32 条に移動＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順位 修理又は復旧する電気通信設備 

1 

気象機関に設置されるもの、水防機関に設置されるもの、消防機関に設

置されるもの、災害救助機関に設置されるもの、警察機関に設置される

もの、防衛機関に設置されるもの、輸送の確保に直接関係のある機関に

設置されるもの、通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの、

電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

2 

ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの、水道の供給

の確保に直接関係のある機関に設置されるもの、選挙管理機関に設置さ

れるもの、新聞社の機関に設置されるもの、放送事業者の機関に設置さ

れるもの、通信社の機関に設置されるもの、預貯金業務を行う金融機関

に設置されるもの、国又は地方公共団体の機関に設置されるもの（第１

順位となるものを除きます。） 

3 第１位順位及び第２位順位に該当しないもの 
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4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

5 契約者は、工事担任者規則（和 60 年郵政省令第 28 号）第 4 条で定める種類の工事

担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は

実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第 3 条で定める場合は、この限り

でありません。 

6 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り

扱います。 

7 契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、当

社に通知していただきます。 

 

（（自営端末設備に異常がある場合等の検査） 

第 28 条 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他

電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、

その自営端末設備の接続が別表 1 の技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを

求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合、その他事業法施

行規則第 32条第 2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。 

2 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

3 第 1 項の検査を行った結果、自営端末設備が別表 1 の技術基準に適合していると認め

られないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただき

ます。 

 

第 6章 利用休止・中断及び利用停止 

 

（（インターネット接続サービスの休止） 

第 29 条（契約者は、家屋の建て替え等、当社がやむを得ない事由が発生したと判断する

場合にのみ、当社に届け出てインターネット接続サービスの利用を一定期間休止するこ

とができます。但し、この休止期間は、暦月の１日から末日までの１ヶ月を単位として

１回につき１２ケ月を限度とします（休止期間の初め又は終わりにおいて１ヶ月に満た

ない期間があっても１ヶ月として計算するものとします）。 

2 休止期間中の基本サービス利用料金及び付加機能サービス利用料金は、休止した日の

属する月の翌月から再開した日の属する月の前月まで無料とします。但し、この場合契

約者は、休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の設

備維持費として、料金表に規定する金額をお支払いいただきます。 

3 休止した日の属する月及び再開した日の属する月の基本サービス利用料金及び付加機

能サービス利用料金は、日割りによる精算はいたしません。 

4 休止期間終了時、新規申込受付を終了したサービスを利用していた場合、会社は当該

契約を終了させることができるものとします。 

 

（（インターネット接続サービスの中断） 

第 30 条（当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの提供を中断することが

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜5章 38 条に移動＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜４章に移動＞ 

 

 

 

 

＜４章 27 条に移動＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜４章 28 条に移動＞ 
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あります。 

(1)電気通信設備及の保守上、又は工事上やむを得ないとき。 

(2)電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。 

(3)第 22 条（通信利用の制限等）の規定により通信利用を中止するとき。 

(4)他の電気通信事業者の電気通信サービスに障害が生じ、インターネット接続サービス

の提供が困難になったとき。 

2 当社は、インターネット接続サービスの提供を中断するときは、あらかじめそのこと

を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合には、この限りではありません。 

 

（（インターネット接続サービスの停止） 

第 31 条（当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、そのインターネット接続サ

ービスの利用を停止することがあります。但し、第 1 号に該当する場合の停止期間は、

料金その他の債務をお支払いいただくまでとします。 

(1)料金、工事費、延滞金、その他この約款の規定によりお支払いいただくことになった

債務（以下「債務」といいます）について、支払い期日を経過してもなお支払わない場

合。 

(2)第 50 条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反したとき。 

(3)当社が提供するインターネット接続サービスを直接又は間接に利用する者の利用に

対し重大な支障を与える態様において利用したとき。 

(4)契約者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者の電気

通信回線等を当社の承諾を得ずに接続したとき。 

(5)前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社

の業務の遂行、又は当社の電気通信設備に著しい支障を与え、若しくは与える恐れのあ

る行為を行ったとき。 

2 当社は、前項の規定によりインターネット接続サービスの利用の停止するときは、あ

らかじめその理由、停止をしようとする日及び期間を契約者に通知します。但し、契約

者が第 50 条 1 項の禁止行為を行った場合、又は当社が該当すると判断した場合は、契約

者に通知せずに利用停止、又は情報の削除等の措置をとる場合があります。 

 

第 7章 料金等 

 

（（料金及び工事に関する費用） 

第 32 条（当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、料金表に規定する利用

料金（以下「利用料金」といいます）とし、利用料金は、当社が提供するインターネッ

ト接続サービスの態様に応じて適用します。 

＜追加＞ 

 

2 当社が提供するインターネット接続サービスの工事（サービス提供時、変更時、並び

に解除時）に関する費用は、当社が別に定める工事費とします。 

3 当社は、加入契約料金、引込工事及び特殊工事の費用、延滞金その他の債務が発生し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜４章 29 条に移動＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6章 料金等 

 

（（料金等） 

第41条 当社は、事務手数料金、利用料金、工事費、変更手続費、解約費、解除費、 

機器紛失時の損害賠償金、延滞金及びその他債務（以下、総称して料金等といいます。）

を定め、加入者は、当社に対し、対象となる料金等を支払うものとします。 

2（ 当社は、インターネット接続サービスの加入促進のため料金等を割引くことがありま

す。 

＜同条１項に統合＞ 

 

＜44条 2 項に移動＞ 
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た場合、これを前項の利用料金に合算して加入者に請求します。 

4 加入者は、前 3 項に定める利用料金等を加入申込書記載の指定期日に、会社が認めた

金融機関口座およびクレジットカード会社から支払うものとします。 

5 当社は原則として契約者に対し、請求書、領収書、利用明細紙面通知の発行を行わな

いものとします。ただし、契約者が請求書及び領収書の発行を求めた場合はこの限りで

はありません。当社は、契約者が利用明細紙面通知の発行を求める場合、1 通につき料

金表に定める費用を請求します。 

 

 

 

 

 

＜追加＞ 

 

 

 

 

 

 

（（利用料金の計算） 

第 33 条（基本利用料金は、インターネット接続サービスを受け始めた月は、1 日から末

日までの 1 ヶ月を単位として計算し、利用期間により 1 ヶ月に満たない場合には、日割

り計算によりお支払いいただきます。それ以降は、1 日から末日までの 1 ヶ月を単位と

して計算します。 

2 前 1 項において、サービスの変更または休止若しくは再開があった場合には、変更後

のサービス料金をお支払いいただきます。ただし、月の途中での変更の場合には、それ

ぞれの料金を日割り計算によりお支払いいただきます。 

3 付加機能サービス利用料金は、1（日から末日までの（1（ヶ月を単位として計算し、利用

期間が（1（ヶ月に満たない場合であっても、1（ヶ月分をお支払いいただきます。 

 

 

＜追加＞ 

＜追加＞ 

＜同章 32条 3項、4項を移動＞ 

3 当社は、加入契約料金、引込工事及び特殊工事の費用、延滞金その他の債務が発生し

た場合、これを前項の利用料金に合算して加入者に請求します。 

 

 

4 加入者は、前 3 項に定める利用料金等を加入申込書記載の指定期日に、会社が認めた

金融機関口座およびクレジットカード会社から支払うものとします。 

 

＜44条 3 項に移動＞ 

 

＜44条 5 項に移動＞ 

 

 

 

 

（（利用料金） 

第42条 加入者は、第 17 条（インターネット接続サービスの種類）に定めるインタ 

ーネット接続サービスの利用に際し、当社に対し、料金表記載の利用料金を支払うもの

とします。 

2 当社は、第 17 条（インターネット接続サービスの種類）のインターネット接続サービ

スを行うため、地域、期間及びインターネット接続サービスの種類を限定した基本利用

料金を設定する場合があります。 

3 社会情勢の変化、提供するサービス内容の拡充等に伴い、当社は、利用料金の改定をす

ることがあります。その場合、当社は、加入者に対し、改定月の１か月前までに、所定の

ＷＥＢサイトその他相当の方法により、通知いたします。 

 

（（利用料金の計算） 

第43条 当社は、加入者のインターネット接続サービスの月額基本利用料金を 1日 

から末日までの 1 か月単位で計算します。但し、インターネット接続サービスの利用を

開始した月の利用期間が 1か月に満たない場合、日割り計算を行います。 

 

2 加入者は、前項において、サービスの変更又は休止若しくは再開があった場合、変更後

のサービス料金を支払うものとします。但し、月の途中での変更の場合には、それぞれの

料金を日割り計算により支払うものとします。 

3 当社は、付加機能サービスの月額利用料金を 1 日から末日までの 1 か月単位で計算し

ます。但し、付加機能サービスの利用を開始した月の利用期間が 1 か月に満たない場合

であっても日割り計算は行いません。 

 

（（利用料金等の請求及び支払） 

第44条 当社は、加入者に対し、第 43条（利用料金の計算）で計算された利用料金 

を、利用した月の翌月に請求するものとします。 

2 当社は、事務手数料金、工事費、変更手続費、解約費、解除料、設置機器の損害賠償金、

延滞金等その他の債務が加入契約に基づき発生した場合、加入者に対し、これを前項の

利用料金に合算して請求するものとします。 

 

3 当社は、料金等の代行収納を三河湾ネットワーク株式会社に委託しており、加入者は、

第 1 項及び 2 項に定める料金等を、当社が指定した期日までに、当社が指定する金融機
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＜追加＞ 

 

＜同章 32条 5項を移動＞ 

5 当社は原則として契約者に対し、請求書、領収書、利用明細紙面通知の発行を行わな

いものとします。ただし、契約者が請求書及び領収書の発行を求めた場合はこの限りで

はありません。当社は、契約者が利用明細紙面通知の発行を求める場合、1 通につき料

金表に定める費用を請求します。 

＜同章 37 条から移動＞ 

（（ユニバーサルサービス料の支払義務） 

契約者は、その料金月の末日において加入契約を締結している場合、料金表に定める   

ブロードバンドユニバーサル料（事業法に定める高速度データ伝送電気通信役務の提供

に関する制度の整備に係る交付金および負担金算定等規則（令 4年総務省令第 70号）

により、総務省の認可に基づき支援機関が定める回線単価に基づいて、当社が定める料

金。）の支払いを要します。 

 

（（定額利用料等の支払義務） 

第 34 条（契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算

して、契約の解除があった日の前日までの期間（提供を開始した日が、解除があった日

と同一の日である場合は、1日間とします。）について、料金表 1-2 利用料、又は料金表

2-2 付加機能サービス利用料に規定する料金の支払いを要します。ただし、2-2 付加機能

サービス利用料においては、利用期間が一月に満たない場合でも、料金表 2-2 利用料に

規定する料金の支払いを要します。 

2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスを利用す

ることができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。 

(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。 

(2)利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。 

(3)前 2 号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、インターネット接続サービス

を利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。 

区別 支払いを要しない料金 

１ 契約者の責めによらない理由

により、そのインターネット接続

サービスを全く利用できない状態

（（その契約に係る電気通信設備に

よる全ての通信に著しい支障が生

じ、全く利用できない状態と同程

度の状態となる場合を含みます。）

が生じた場合（2 欄に該当する場

合を除きます。）に、そのことを当

社が知った時刻から起算して、24

そのことを当社が知った時刻以降

の利用できなかった時間（24 時間の

倍数である部分に限ります。）につ

いて、24 時間ごとに日数を計算し、

その日数に対応するそのインター

ネット接続サービスについての料

金 

関の口座振替又はクレジットカード払いの方法により支払うものとします。 

4 当社は、加入者に対し、第 3項に定める以外の支払方法を認める場合があります。その

場合の支払いに要する手数料は、加入者の負担とします。 

 

5 当社は、原則として加入者に対し、請求書、領収書、利用明細紙面通知の発行を行わな

いものとします。但し、加入者が請求書、領収書の発行を求めた場合、この限りではあり

ません。当社は、加入者が利用明細紙面通知の発行を求める場合、加入者に対し、1通に

つき料金表に定める費用を請求するものとします。 

 

（（ユニバーサルサービス料の支払義務） 

第 45 条（加入者は、その料金月の末日において加入契約を締結している場合、料金表に

定めるブロードバンドユニバーサル料（事業法に定める高速度データ伝送電気通信役務

の提供に関する制度の整備に係る交付金および負担金算定等規則（令 4 年総務省令第

70 号）により、総務省の認可に基づき支援機関が定める回線単価に基づいて、当社が定

める料金。）の支払いを要します。 

 

（（中断、停止の場合の支払） 

＜同章 43、44 条と重複するため削除＞ 

 

 

 

 

 

第46条 利用の一時中断等によりインターネット接続サービスを利用することがで 

きない状態が生じた場合、料金の支払いは、次のとおりとなります。 

(1)利用の一時中断をした場合、加入者は、その期間中の料金の支払いを要します。 

(2)利用の停止があった場合、加入者は、その期間中の料金の支払いを要します。 

(3)前 2 号の規定によるほか、加入者は、次の区分の場合を除き、インターネット接続サ

ービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。 

区別 支払いを要しない料金 

１ 加入者の責めに帰すべきでは

ない事由により、そのインターネ

ット接続サービスを全く利用でき

ない状態（加入契約に係る電気通

信設備による全ての通信に著しい

支障が生じ、全く利用できない状

態と同程度の状態となる場合を含

みます。）が生じた場合（2欄に該

当する場合を除きます。）、かつ、

当社がそのことを知った時刻から

当社が、そのことを知った時刻以降

の利用できなかった時間（24 時間の

倍数である部分に限ります。）につ

き、24 時間ごとに日数を計算し、そ

の日数に対応するそのインターネ

ット接続サービスについての料金

等（その料金が料金表の規定により

利用の都度発生するものを除きま

す。）。 
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時間以上その状態が連続したと

き。 

２ 移転に伴ってインターネット

接続サービスを利用できなくなっ

た期間が生じたとき（契約者の都

合によりインターネット接続サー

ビスを利用しなかった場合であっ

て、その設備を保留したときを除

きます。）。 

利用できなくなった日から起算し、

再び利用できる状態とした日の前

日までの日数に対応するそのイン

ターネット接続サービスについて

の料金 

 

（（工事費の支払い） 

第 35 条（契約者は、引込端子以降のすべての設備（光通信端末若しくは同軸通信端末は

除く）の設置に要する工事費を支払っていただきます。 

 

（（料金等の支払い） 

第 36 条（契約者は、料金表に規程する料金及び工事に関する費用について、当社が定め

る期日までに、当社が指定するインターネット接続サービス取扱所、金融機関において

支払っていただきます。 

2 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきま

す。 

3 契約者は、インターネット接続サービスの料金を、当社に承諾を得た上で、第三者に

支払っていただくことができます。 

＜条を新設＞ 

4 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、料金又は工事に関

する費用を徴収することが適当ではないと判断したときは、この約款の規定にかかわら

ず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免（減額または免除）することがあり

ます。災害が発生した場合においても同様です。 

5 当社は、料金等を減免（（減額または免除）したときは、その旨を、関係のインターネッ

ト接続取扱所に掲示する等の方法により周知するものとします。 

 

（（ユニバーサルサービス料の支払義務） 

第 37 条（契約者は、その料金月の末日において加入契約を締結している場合、料金表に

定めるブロードバンドユニバーサル料（事業法に定める高速度データ伝送電気通信役務

の提供に関する制度の整備に係る交付金および負担金算定等規則（令 4 年総務省令第

70 号）により、総務省の認可に基づき支援機関が定める回線単価に基づいて、当社が定

める料金。）の支払いを要します。 

 

（（割増金） 

第 38 条（契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免

れた額のほか、その免れた額（消費税相当額を加算しない額とします。）の 2倍に相当す

起算して、24 時間以上その状態が

連続したとき。 

２ 移転に伴ってインターネット

接続サービスを利用できなくなっ

た期間が生じたとき（加入者の都

合によりインターネット接続サー

ビスを利用しなかった場合、かつ、

その設備を保留したときを除きま

す。）。 

利用できなくなった日から起算し、

再び利用できる状態とした日の前

日までの日数に対応するそのイン

ターネット接続サービスについて

の料金。 

 

＜同章 41 条１項と重複するため削除＞ 

 

 

 

＜同章 44 条で規定したため削除＞ 

 

 

 

＜削除＞ 

 

＜削除＞ 

 

（（料金等の減免） 

第47条 当社は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合、料金又は工事に関 

する費用を徴収することが適当ではないと判断したときは、約款の規定にかかわらず、

一時的に、加入者の料金又は工事に関する費用を減免することがあります。 

 

2（ 当社は、料金等を減免したときは、加入者に対し、その旨を、所定のＷＥＢサイトへ

の掲載又はその他相当な方法により、加入者に周知するものとします。 

 

＜同条 45 条に移動＞ 

 

 

 

 

 

 

＜同章 48 条と重複するため削除＞ 
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る額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っ

ていただきます。 

＜同章 41 条から移動＞ 

（（延滞利息） 

契約者は、料金その他の債務（延滞利息を除きます。）について支払期日を経過してもな

お支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、

年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っ

ていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合

は、この限りでありません。 

 

（（消費税相当額の加算） 

第 39 条（当社は、料金その他のお支払について、歴月に従って発生した料金等に、消費

税相当額を加算して計算します。ただし、延滞金に相当するものは、消費税相当額を加

算しません。 

2 別表に記載してあります税抜額に基づき計算した合計額と、実際のご請求金額が異な

る場合があります。 

 

（（端数処理） 

第 40 条（当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた

場合は、その端数を切り捨てます。 

 

（（延滞利息） 

第 41条（（契約者は、料金その他の債務（延滞利息を除きます。）について支払期日を経

過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数

について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法に

より支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いが

あった場合は、この限りでありません。 

 

 

第 8章 損害賠償等 

 

＜追加＞ 

 

 

 

 

（（責任の制限） 

第 42 条（当社の責に帰すべき事由によりインターネット接続サービスが全く利用し得な

い状態（全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。）が生

じたときは、当該状態が生じたことを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その

 

 

 

（（延滞金） 

第48条 加入者は、料金等の債務を延滞した場合、当社に対し、延滞した債務の支払 

いに加え、支払期日の翌日から債務を全額弁済する日まで、年利 14．6％の延滞金を支払

うものとします。 

 

 

 

（（消費税相当額の加算） 

第49条 当社は、料金その他の支払いについて、歴月に従って発生した料金等に、消 

費税相当額を加算して計算します。但し、延滞金に相当するものは、消費税相当額を加算

しません。 

2（ 消費税の加算により、料金表記載の税抜額に基づき計算した合計額と、実際の請求金

額が異なる場合があります。 

 

（（端数処理） 

第50条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1円未満の端数が生 

じた場合は、その端数を切り捨てます。 

 

＜同章 48 条に移動＞ 

 

 

 

 

 

 

 

第 7章 損害賠償等 

 

（（損害賠償） 

第51条 当社及び加入者は、その責に帰すべき事由により、相手方に損害を与えた 

場合、その損害（（弁士費費用を含みますがこれに限られません。）を賠償するものとしま

す。 

 

（（賠償責任の限定） 

第52条 前条にかかわらず、当社の責に帰すべき事由によって、インターネット接 

続サービスが全く利用し得ない状態（全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みま

す。以下同じとします。）が生じた場合、当社は、加入者に対し、当社が、その状態を知
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状態が連続したときに限り、契約者の損害を賠償します。 

 

2 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態

にあることを当社が知った時刻以降のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部

分に限ります)について 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインター

ネット接続サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って

賠償します。 

(1)（料金表 (利用料金) に規定する料金。 

3 第 1 項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービ

スの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。 

 

（（免責） 

＜追加＞ 

 

第 43条（当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、

撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に

損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠

償しません。 

2 当社は、当社の提供する電気通信設備以外の機器については一切の保証は行いません。 

3 当社は、この約款等の変更により、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変

更（以下この条において「改造等」といいます。）を要することとなる場合であっても、

その改造等に要する費用は、負担しません。ただし、技術的条件（事業法の規定に基づ

き当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件をい

います。）の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自

営電気通信設備の改造を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変

更した規定に係る部分に限り負担します。 

4 当社は、当社の機器において、登録提供された情報、文章等が、当社の機器の所定の記

憶容量を超過した場合、契約者に事前に通知なく当該情報、文章を削除することがあり

ます。この場合当社は削除したこと、又は削除しなかったことにより契約者、又は第三

者に生じた損害について責任を負いません。 

＜追加＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続した場合、次項記載の損害に限り、賠

償します。 

2（前項の場合、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にある 

ことを当社が知った時刻以降のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限

ります。)につき、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット

接続サービスに係る料金表に定める利用料金の合計額を発生した損害とみなし、その額

に限って賠償します。 

＜同条 2項に統合＞ 

＜削除＞ 

 

 

（（免責事項） 

第53条 天災地変その他当社の責に帰さない事由等により、サービスの提供の中止 

を余儀なくされた場合、当社は、その責任を負わないものとします。 

2（当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、

修理又は復旧の工事にあたって、加入者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を

与えた場合、それがやむをえない理由によるものであるときは、その損害を賠償しませ

ん。 

＜削除＞ 

3 当社は、約款等の変更により、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更 

（（以下本条において「改造等」といいます。）を要する場合であっても、その改造等に 

要する費用は、負担しません。但し、技術的条件（事業法の規定に基づき当社が定め 

るインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件をいいます。）の 

設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信 

設備の改造を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうち、その変更した規 

定に係る部分に限り、負担する場合があります。 

4 当社は、登録提供された情報、文章等が、当社機器の所定の記憶容量を超過した場 

合、加入者に対し、事前に通知することなく、当該情報、文章等を削除することがあり 

ます。なお、当社は、削除又は削除しなかったことによって、加入者又は第三者に生じ 

た損害につき、責任を負わないものとします。 

5 当社は、以下の各号に関して保証を行わず、これに起因する加入者の損害につき、一切

の責任を負わないものとします。 

(1)（インターネット接続サービスの完全性、確実性、特定目的への有効性及び適合性 

(2)（加入者が、インターネット接続サービスを通じて得る情報及びデータ等の完全性、 

正確性、確実性、有用性等 

(3）インターネット接続サービスのシステ）ダウン等不具合が生じないこと 

(4）インターネット接続サービスが、即時性をもって提供されること 

(5）インターネット接続サービスが、当社の意図によらずに中断されないこと 

(6）当社が、インターネット接続サービスに関連して加入者に提供する試験サービス又 

はこれに類する名のサービスにつき、何等の欠陥又は瑕疵も生じないこと 
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＜追加＞ 

 

 

 

＜追加＞ 

＜3章 20 条 3 項から移動＞ 

付加機能にて提供するメールアカウントには、弊社が実施するメンテナンス情報他、弊

社からのお知らせを送信させていただきます。 

5 当社から送付するメンテナンス情報等を、契約者の設定により受信されない場合であ

っても、通常その到達すべき時にその契約者が通知内容を了知したものとして扱うこと

に同意していただきます。 

 

第 9章 保守 

 

（（当社の維持責任） 

第 44条（当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則（和 60 年郵

政省令第 30 号）に適合するように維持します。 

 

（（契約者の維持責任） 

第 45 条（契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を別表 1 の技術基準に適合する

よう維持していただきます。 

 

（（契約者の切分責任） 

第 46 条（契約者は自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場

合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったと

きは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障がないことを確認の上、当社に通

知していただきます。 

2 当社は前項の通知があった場合は、速やかにこれを調査し、適切な措置を講じます。 

3 前項の調査の結果、異常、故障が、契約者の責に帰する事由であった場合、及び当社の

電気通信設備に故障がないことが明らかになった場合は、当該調査、修理に要した費用

は、契約者に負担していただきます。 

4 加入者が故意又は過失により貸与機器を破損又は紛失した場合には、加入者はその損

害分として、別表記載の損害賠償金を当社に支払うものとし、損害賠償金の支払いによ

り、当該機器の所有権は加入者に帰属します。但し、債務者が自己に帰責事由のないこ

とを証明した場合はこの限りではありません。 

 

（（修理又は復旧の順位） 

第 47 条（当社は、当社の電気通信設備が故障又は滅失した場合に、その全部を修理又は

復旧することができないときは、第 22 条（通信利用の制限等）の規定により優先的に取

り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその契約者回線に係る電気通信設備

6 インターネット接続サービスを通じて行われる情報及びデータ等のやり取りは、すべ

て加入者の自己責任において行われ、その結果生じた加入者のコンピ ーターへの損害、

データの消失等は、加入者に責任があるものとし、当社は、当社の故意又は重大な過失に

よる場合は除き、その責任を負わないものとします。 

7 当社は、インターネット接続サービスに関連して加入者に発生した損害につき、直接的

な損害、間接的な損害、通常損害、特別損害を含め、一切の賠償を行いません。 

8 当社は、付加機能で提供するメールアカウントへの送信又は書面の郵送等その他相当

な方法により、メンテナンス情報等のお知らせを通知するものとします。この場合、当社

は、加入者の設定により受信されない場合であっても、加入者が、通常その到達すべき時

に、通知内容を了知したとみなします。 

 

 

＜5章に移動、統合＞ 

 

＜5章 35 条に移動＞ 

 

 

 

＜5章 36 条に移動＞ 

 

 

 

＜37 条（契約者回線その他当社の電気通信設備に故障が生じた場合の措置）1 項に「契

約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営

端末設備又は自営電気通信設備に故障がないことを確認の上、」の文言を追加し統合＞ 

 

 

 

＜5章 37 条 2 項に統合＞ 

 

 

＜5章 30 条 4 項に統合＞ 

 

 

 

 

＜5章 39 条に移動＞ 
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を修理し、又は復旧します。この場合において、第１順位及び第２順位の電気通信設備

は、同条の規定により、当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（修理又は復旧の場合の暫定措置） 

第 48 条（当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅

失した契約者回線について、暫定的にその契約者回線を収容するインターネット接続サ

ービス取扱局を変更することがあります。 

 

第１１章 JPRS・JPNICに係る諸手続の業務の代行等＜11章から移動＞ 

 

（JPRS・JPNICに係る諸手続の業務の代行等） 

当社は、契約者から請求があったときは、JPRS・JPNICに係る諸手続の代行を行います。

この場合の費用は、当社が別に定める費用とします。 

2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、前項の請求を承諾しないことがあ

ります。 

1．申請するための接続の態様を構築することが技術上著しく困難なとき。 

2.当該請求をした者がその代行に係る費用の支払いを現に怠り、又は怠る恐れがあると

き。 

 

第 10章 雑則 

 

（（承諾の限界） 

第 49 条（当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾するこ

とが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務上支障が

ある時は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を請求した契

約者に通知します。ただし、この約款に別段の定めがある場合には、その定めるところ

によります。 

順位 修理又は復旧する電気通信設備 

1 

気象機関に設置されるもの、水防機関に設置されるもの、消防機関に設

置されるもの、災害救助機関に設置されるもの、警察機関に設置される

もの、防衛機関に設置されるもの、輸送の確保に直接関係のある機関に

設置されるもの、通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの、

電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

2 

ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの、水道の供給

の確保に直接関係のある機関に設置されるもの、選挙管理機関に設置さ

れるもの、新聞社の機関に設置されるもの、放送事業者の機関に設置さ

れるもの、通信社の機関に設置されるもの、預貯金業務を行う金融機関

に設置されるもの、国又は地方公共団体の機関に設置されるもの（第１

順位となるものを除きます） 

3 第１位順位及び第２位順位に該当しないもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜5章 40 条に移動＞ 

 

 

 

 

第 8章 JPRS・JPNICに係る諸手続の業務の代行等 

 

（（JPRS・JPNICに係る諸手続の業務の代行等） 

第54条 当社は、加入者から請求があったときは、JPRS・JPNICに係る諸手続の代行 

を行います。この場合の費用は、当社が別途定める費用とし、加入者が負担します。 

2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、前項の請求を承諾しないことがあり

ます。 

(1)申請するための接続の態様を構築することが技術上著しく困難なとき。 

(2)当該請求をした者が、その代行に係る費用の支払いを怠り又は怠る恐れがあるとき。 

 

 

第 9章 雑則 

 

（（承諾の限界） 

第55条 当社は、加入者から工事その他の請求があった場合、その請求を承諾する 

ことが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務上支障が

ある場合、その請求を承諾しないことがあります。この場合、当社は、加入者に対し、そ

の理由を通知します。但し、約款に別途定めがある場合には、その定めるところによりま

す。 
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（利用に係る契約者の義務） 

第 50条 契約者は、次のことを守っていただきます。 

 

(1)当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解

し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。但し、天災、

事変その他の事態に際して保士する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電

気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。 

 

＜追加＞ 

＜追加＞ 

 

＜追加＞ 

(2)故意に契約者回線若しくは利用回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に

妨害を与える行為を行わないこと。 

(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社の電気通信設備に他の機

械、付加物品等を取り付けないこと。 

(4)当社が加入契約に基づいて設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保

管すること。 

(5)違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてインターネット接続サービスを

利用しないこと。 

(6)本サービスの利用にあたって次の行為（以下「禁止行為」という）を行わないこと。 

1．他者若しくは当社の著作権、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのあ

る行為。 

2.他者若しくは当社の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害す

るおそれのある行為。 

3.他人を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為。 

4.猥褻・幼児虐待にあたる文書・図画・映像等の情報を提供する行為。 

5.他人になりすまして各種サービスを利用する行為。 

6.ウイルス等の有害なコンピ ータプログラ）等の使用又は情報を提供する行為。 

7.宛先が不特定又は受信者の承諾を得ない広告、宣伝、勧誘等の電子メールを、一方的

に送信する行為。 

8.インターネット接続サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為。 

9.事実に反する、又はそのおそれのある情報を提供する行為。 

10.犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつくおそれのある行為。 

11.人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の

手段等を紹介するなどの行為。 

12.法令又は各地方自治体が制定する条例に違反する行為又は違反するおそれのある行

為。 

＜追加＞ 

 

（（利用に係る加入者の禁止行為及び義務） 

第56条 当社は、加入者が、インターネット接続サービスの利用にあたって、次の行 

為（以下「禁止行為」といいます。）を行うことを禁止します。 

(1)加入契約に基づき設置された電気通信設備の移動、停止、取りはずし、加入申込時に

当社に通知した利用場所以外での接続、変更、分解、損壊又はその設備に線条その他の導

体の連絡をする行為。但し、天災、事変その他の事態に際して電気通信設備を保士する必

要があるとき又は自営端末設備、自営電気通信設備の接続又は保守のため必要があると

きは、この限りでありません。 

(2)設置機器の第三者への貸出し、譲渡、質入れその他の処分等をする行為。 

(3)直接又は間接を問わず、設置機器の本体及びコンピ ータプログラ）を複製、改 

造、変造、解析等をする行為。 

(4)当社に無断で引込設備、宅内設備の改変、補修、増設及び機器等を接続する行為。 

(5)故意に、契約者回線又はその他通信の伝送交換に妨害を与える行為。 

 

(6)当社が、事前に業務の遂行上支障がないと認めた場合を除き、当社の電気通信設備に

他の機械、付加物品等を取り付ける行為。 

＜5章 30 条 4 項と重複するため削除＞ 

 

(7)違法又は明らかに公序良俗に反する内容でインターネット接続サービスを利用する

行為。 

＜同条の低初に移動＞ 

(8)第三者又は当社の著作権その他の権利を侵害する行為又はその恐れのある行為。 

 

(9)第三者又は当社の財産、プライバシー及び肖像権を侵害する行為又はその恐れのある

行為。 

(10)第三者を差別、誹謗中傷、その名誉又は信用を毀損する行為。 

(11)猥褻・幼児虐待にあたる文書・図画・映像等の情報を提供する行為。 

(12)第三者になりすまして各種インターネット接続サービスを利用する行為。 

(13)ウイルス等の有害なコンピ ータプログラ）等の使用又は情報を提供する行為。 

(14)宛先が不特定又は受信者の承諾を得ない広告、宣伝、勧誘等の電子メールを、一方的

に送信する行為。 

(15)インターネット接続サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為。 

(16)事実に反する情報を提供する行為又はその恐れのある行為。 

(17)犯罪的行為又は犯罪的行為に結びつく恐れのある行為。 

(18)第三者を自殺に誘引、勧誘又は危害が及ぶ恐れの高い自殺の手段等を紹介する等の 

行為。 

(19)法令又は各地方自治体が制定する条例に違反する行為又は違反するおそれのある 

行為。 

(20)当社を含む他者の設備（電気通信設備及びコンピ ーター等）に蓄積された情報 
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＜追加＞ 

 

＜追加＞ 

 

＜追加＞ 

 

＜追加＞ 

 

＜追加＞ 

＜追加＞ 

＜追加＞ 

 

＜追加＞ 

 

＜追加＞ 

 

 

＜追加＞ 

 

13.前各号のいずれかに該当する行為をしている他人の情報提供又は助長する行為。 

14.その他、当社が不適切と判断する行為。 

2 契約者が 1 項の禁止行為を行った場合、その責任は当該契約者に帰属し、当社では一

切の責任を負わないものとします。  

3 契約者が故意又は過失により 1 項の禁止行為を行い、インターネット接続サービスの

停止若しくは著しい支障を与えた場合、当該契約者は、当社が被った損害を賠償しなけ

ればなりません。 

4 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社

が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただき

ます。 

 

＜追加＞ 

 

 

 

 

 

 

 

（（フフトウアアを含みます。）を不正に書き換え、消去、破壊及び不正にアクセスする 

行為又はこれらを助長する行為。 

(21)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為

又はそのおそれのある行為 

(22)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止品又はこれらを含むいわゆる危険ドラッグ

濫用に結びつく行為又はそのおそれのある行為。 

(23)未承認又は使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為又はインターネット上で販売 

等が禁止されている医薬品を販売する行為。 

(24)販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広 

告を行う行為。 

(25)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸与の広告を行う行為。 

(26)無限連鎖講（ネズミ講）を開設又はこれを勧誘する行為。 

(27)第三者の設備等又は当社インターネット接続サービスに関する設備の利用若しくは 

運用に支障を与える行為又はそのおそれのある行為。 

(28)違法な賭博・ギャンブルを行わせる又は違法な賭博・ギャンブルの参加を勧誘する 

行為。 

(29)違法行為（拳銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書 

偽造、殺人、脅迫等）を請負し、仲介し又は誘引（他人に依頼することを含む）する行 

為。 

(30)人の殺人現場等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念

上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。 

(31)前各号のいずれかに該当する行為を助長する行為。 

(32)その他、当社が不適切と判断する行為。 

2 加入者が、本条 1項の禁止行為を行った場合、その責任は加入者にあり、当社は一切の

責任を負わないものとします。 

3 加入者が、故意又は過失により本条 1項の禁止行為を行い、当社又は第三者に損害を与

えた場合、加入者は、当社又は第三者に対し、その損害を賠償するものとします。 

 

4 加入者は、第 1項の規定に違反して、電気通信設備を紛失又は毀損した場合、当社に対

し、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を、支払う

ものとします。 

 

（（加入者の関係者による利用） 

第57条 加入者が当該加入者の家族その他の者（以下「関係者」といいます。）に利 

用させる目的で、かつ当該関係者のインターネット接続サービスの利用に係る利用料金

の負担に合意して加入契約を締結したときは、当該加入者は、当該関係者に対しても、加

入者と同様に約款を遵守させる義務を負うものとします。 

2（前項の場合、加入者は、当該関係者が第 56条（利用に係る加入者の禁止行為及び義務）

各号に定める禁止事項のいずれかを行い又はその故意又は過失により当社又は第三者に

損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該加入者の行為とみなして、約款の各条項
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＜追加＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（サービスの提供範囲等） 

第 51 条 当社は、この約款の規定によるインターネット接続サービスを第 4 条にて設

定する区域に限り提供します。 

2 相互接続点において接続を行う場合に、当社が提供するインターネット接続サービス

の範囲は、その相互接続点までとします。この場合において、当社は、その相互接続点

を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 

3 契約の申し込みの承諾を受けた者は、別表 2 のインターネット接続事業者と相互接続

利用契約を締結することになります。この場合において、その契約者は、当社が相互接

続利用契約により生じることとなるインターネット接続事業者の債権を譲り受けたもの

として、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。 

4 契約の解除があった場合は、その解除に伴い、前項の規定により締結する別表 2 のイ

ンターネット接続事業者との契約は解除します。 

 

（（契約者からの契約者回線の設置場所の提供等） 

第 52 条 契約者回線の終端のある構内（これに準ずる区域内を含みます。）又は建物内

において、当社が契約者回線及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者

から提供していただきます。ただし、契約者から要請があったときは、当社は、当社が

別に定めるところにより、その契約者回線及び端末設備の設置場所を提供することがあ

ります。 

2 契約者は、契約者回線の終端のある構内（これに準ずる区域内を含みます。）又は建物

内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用すること

を希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。 

 

が適用されるものとします。 

 

（（情報等の削除等） 

第58条 当社は、加入者によるインターネット接続サービスの利用が第 56条（利用 

に係る加入者の禁止行為及び義務）の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当

社に対しクレー）、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合又はその他の理由で

インターネット接続サービスの運営上不適当と当社が判断した場合、当該加入者に対し、

次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。 

(1)（第 56 条（利用に係る加入者の禁止行為及び義務）の各号に該当する行為をやめるよ

うに要求します。 

(2)（他者との間で、クレー）等の解消のための協議を行うよう要求します。 

(3)（加入者に対して、表示した情報の削除を要求します。 

(4)（ 事前に通知することなく、加入者が発信又は表示する情報の全部又は一部を削除又

は他者が閲覧できない状態に置きます。 

2 前項の措置は、加入者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解 

釈、運用に際しては、自己責任の原則が尊重されるものとします。 

 

（（サービスの提供範囲等） 

第59条 当社は、約款の規定に基づくインターネット接続サービスを、第 4 条（サ

ービスの提供区域）にて設定する区域に限り、提供します。 

2 相互接続点において接続を行う場合、当社が提供するインターネット接続サービスの

範囲は、その相互接続点までとします。この場合、当社は、加入者に対し、その相互接続

点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 

3 加入者は、別表 2のインターネット接続事業者との間で、相互接続利用契約を締結す 

ることになります。この場合、加入者は、当社が、相互接続利用契約により発生したイ 

ンターネット接続事業者の債権を譲り受けたものとして、約款に基づき料金を請求する 

ことを承諾するものとします。 

4（ 加入契約の解除があった場合、その解除に伴い、前項の規定により締結する別表 2の

インターネット接続事業者との間の相互接続利用契約は、解除となります。 

 

 

 

 

 

＜5章 34 条 1 項に移動＞ 
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（（契約者からの電気の提供等） 

第 53 条 当社が契約に基づき設置する光通信端末若しくは同軸通信端末に必要な電気

は、契約者から提供していただきます。また当社が契約に基づき設置する電気通信設備

に伴い電気が必要な場合は契約者に提供していただきます。 

 

（（技術的事項及び技術資料） 

第 54 条 インターネット接続サービスにおける基本的な技術的事項は、別表 3 のとお

りとします。 

2 当社は、当社が指定するインターネット接続サービス取扱所において、インターネッ

ト接続サービスを利用するうえで参考となる別表 4 の事項を記載した技術資料を閲覧に

供します。 

 

（（機密保持） 

第 55条 契約者及び当社は、契約の履行、およびインターネット接続サービスの提供に

関し知り得た契約者及び当社の機密を第三者に漏らしてはなりません。 

 

（（便 の供与） 

第 56条 契約者は、当社の指定する業者が当社の電気通信設備の検査、修復等を行うた

め、契約者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれを承諾し、

便 を供していただきます。 

 

（（不正利用の禁止） 

第 57 条 当社は、契約者が第 7 条で通知した以外の場所で光通信端末若しくは同軸通

信端末を接続してサービスの提供を受けることを不正利用として禁止します。 

2 当社は、契約者が前項に違反した場合、その状況に応じた利用料金相当額を請求でき

るものとします。 

 

（（個人情報の取り扱い） 

第 58条 当社が別に定める「個人情報の取り扱いについて」に準ずるものとします。 

 

 

＜追加＞ 

 

 

 

＜追加＞ 

 

 

 

 

＜5章 34 条 3 項に移動＞ 

 

 

 

 

（（技術的事項及び技術資料） 

第60条 インターネット接続サービスにおける基本的な技術的事項は、別表 3のとおりと 

します。 

2 当社は、当社が指定するインターネット接続サービス取扱所において、インターネット

接続サービスを利用するうえで参考となる別表 4 の事項を記載した技術資料を閲覧に供

します。 

 

（（機密保持） 

第61条 加入者及び当社は、加入契約の履行及びインターネット接続サービスの提供に関 

し知り得た加入者及び当社の機密を、第三者に対し、開示又は漏洩してはなりません。 

 

＜5章 34 条 4 項に移動＞ 

 

 

 

 

＜同章 56 条 1 項 1号に統合＞ 

 

 

＜同章 56 条 3 項で規定しているため削除＞ 

 

 

（（個人情報の取扱い） 

第62条 個人情報の取り扱いは、当社所定のＷＥＢサイトで掲載する「個人情報の 

取扱いについて」に定めるものとします。 

 

（（カスタマーララスメントについて） 

第63条 カスタマーララスメントについての対応は、当社所定のＷＥＢサイトで掲 

載する「カスタマーララスメント基本方針」に定めるものとします。 

 

(反社会勢力の排除）（ 

第64条 加入申込者及び加入者は、次のいずれにも該当しないこと、かつ、将来にわ 

たっても該当しないことを確約するものとします。 

(1) 暴力団 

(2) 暴力団及び暴力団員でなくなったときから（5（年を経過しない者 
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＜追加＞ 

 

 

 

＜追加＞ 

 

 

 

（（書面解除） 

第 59条 契約者は、契約書面を受領した日（電気通信役務の提供が開始された日が契約

書面の受領日より遅いときは当該開始日）から起算して 8 日を経過するまでの間、書面

により電気通信役務の提供契約を解除することができます（以下「書面解除」といいま

す）。ただし、電気通信事業法第 26 条の 3 第 1 項の総務省令で定める場合はこの限りで

はありません。 

2 初期契約解除の効力は前項の書面を発した時に生じます。 

3 第１項の書面には、契約書面の受領日または電気通信役務の提供の開始日がこの日よ

(3) 暴力団準構成員 

(4) 暴力団関係企業 

(5) 総会屋等（ 

(6) 社会運動等標ぼうゴロ 

(7) 特殊知能暴力集団等（ 

(8) 前各号の共生者（ 

(9) その他各全号に準ずる者（ 

2 加入申込者及び加入者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する

行為を行わないことを確約するものとします。（ 

(1) 暴力的な要求行為（ 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求（ 

(3) 取引に関して、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為（ 

(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、業務を妨害する行為（ 

(5) その他各号に準ずる行為（ 

3 次の各号のいずれかに該当し、インターネット接続サービスを提供することが不適切

であると当社が認める場合、当社は責任等を負うことなく、加入者の承諾又は催告なし

に加入契約を解除することができるものとします。 

(1) 加入者が第 1項各号のいずれかに該当することが判明したとき（ 

(2) 加入者が第 2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明したとき 

(3) 加入者が第 1 項又は第 2 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが

判明したとき 

(4) 加入者が前 3 号に関する必要な調査等に応じない又は当該調査に対して虚偽の回

答をしたとき 

 

(準拠法)（ 

第65条 約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本法に準拠するものとしま 

す。 

 

(関連法令の遵守) 

第66条 当社は、約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内 

で、適切な措置を講ずるものとします。 

 

＜2章 9条に移動＞ 
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り遅い場合は当該開始日、当該契約の内容、契約者住所、契約者氏名、当該契約の解除

を行うことを明記し、三河湾ネットワーク株式会社まで提出いただきます。郵送で行う

場合は書留郵便にて送付していただきます。郵送の場合、該当書面を会社が受理したと

きに書面解除の効力が生じます。なお、当該書留郵便に付された消印日が第 1 項の期間

を超過している場合、三河湾ネットワーク株式会社は該当書面を受理しません。 

4 契約者は、書面解除をしたことにより、以下の料金等を除き、損害賠償若しくは違約

金その他金銭等を三河湾ネットワーク株式会社より請求されることはありません。 

（1） 書面解除までの期間において契約者が提供を受けた利用料金。 

（2） 既に工事が実施された場合の宅内機器工事費 3,000 円/台（税込 3,300 円/台） 

（3） 既に工事が実施された場合の引込線工事費 4,400 円（税込 4,840 円） 

5 契約者が電気通信役務の提供契約に付き書面解除を行った場合、当該契約に関して三

河湾ネットワーク株式会社が受領している金銭等については、前項の利用料金等を控除

した残金を契約者に返還するものとします。 

6 三河湾ネットワーク株式会社が書面解除制度について、契約者に対して事実と異なる

ことを告げたことにより、契約者が告げられた内容を事実であると誤認し書面解除を利

用できなかった場合は、第 1 項の期間を経過した場合でも、改めて書面解除ができる旨

を記載した書面を契約者が受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面によ

り契約の解除を行うことができるものとします。この場合の解除の効果等については、

書面契約解除と同様とします。 

 

（（IP-VODの利用） 

第 60条 IP-VODの利用は、「IP-VODサービス（milplus（みるプラス）加入契約約款」お

よび「IP-VODサービス利用規約」に定めるところによります。 

 

（（協議事項） 

第 61 条 本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に疑義が生じた場合には、当社と

契約者は誠意をもって協議の上、その解決にあたるものとします。 

 

(サイバー攻撃への対処) 

第 62条 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下

（「機構法」といいます。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構（以下「機構」と

いいます。）がサイバーセキ リティの確保のための措置を十分に講じていないと認めら

れる電気通信設備に関して行う助言及び情報の提供に従って、送信型対電気通信設備サ

イバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社

が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備

のIPアドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続するインター

ネット接続サービス利用契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。 

＜同章 61 条から移動＞ 

（（協議事項） 

本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に疑義が生じた場合には、当社と契約者は誠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜3章 19 条に移動＞ 

 

 

 

＜同条 68 条に移動＞ 

 

 

 

(サイバー攻撃への対処) 

第67条 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。 

以下「機構法」といいます。)に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構（以下「機

構」といいます。）が、サイバーセキ リティの確保のための措置を十分に講じていない

と認められる電気通信設備に関して行う助言及び情報の提供に従って、送信型対電気通

信設備サイバー攻撃により、当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場

合、当社が、必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気

通信設備のIPアドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続する

インターネット接続サービス利用加入者を確認し、注意喚起を行うことがあります。 

 

（（協議事項） 

第68条 約款に定めのない事項又は約款の解釈に疑義が生じた場合、当社及び加入 
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意をもって協議の上、その解決にあたるものとします。 

 

＜追加＞ 

 

 

 

＜附則 特約から移動＞ 

（特約） 

当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。 

 

 

第 11章 JPRS・JPNICに係る諸手続の業務の代行等 

 

（（JPRS・JPNICに係る諸手続の業務の代行等） 

第 63 条 当社は、契約者から請求があったときは、JPRS・JPNICに係る諸手続の代行を

行います。この場合の費用は、当社が別に定める費用とします。 

2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、前項の請求を承諾しないことがあ

ります。 

(1)申請するための接続の態様を構築することが技術上著しく困難なとき。 

(2)当該請求をした者がその代行に係る費用の支払いを現に怠り、又は怠る恐れがあると

き。 

 

 

別表 1 自営端末設備又は自営電気通信設備が適合すべき技術基準 

区別 技術基準 

インターネット 

接続サービス 

端末設備等規則（和 60 年郵政省令 31 号）で定める

技術基準 

別表 2 インターネット接続事業者 

株式会社コミ ニティネットワークセンター 

別表 3 インターネット接続サービスにおける基本的な技術事項 

項目 規格 

相互接続回路 IEEE802.3i 10BASE-T準拠、IEEE802.3u 100BASE-TX 準

拠、IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 

IEEE802.11b 準拠, IEEE802.11g 準拠, IEEE802.11n 

準拠 

別表 4 技術参考資料の項目 

者は、誠意をもって協議の上、その解決にあたるものとします。 

 

(合意管轄) 

第 69条 加入者と当社との間における一切の紛争については、当社の本店所在地を管轄

する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

(特約) 

第70条 当社は特に必要があるときには、約款に特約を付することができるものとしま

す。 

 

 

＜第 8章 JPRS・JPNICに係る諸手続の業務の代行等に移動＞ 

 

＜第 8章 54 条に移動＞ 

 

 

 

 

 

 

 

別表 

 

別表 1 自営端末設備又は自営電気通信設備が適合すべき技術基準 

区別 技術基準 

インターネット 

接続サービス 

端末設備等規則（和 60 年郵政省令 31 号）で定める

技術基準 

別表 2 インターネット接続事業者 

株式会社コミ ニティネットワークセンター 

別表 3 インターネット接続サービスにおける基本的な技術事項 

項目 規格 

相互接続回路 IEEE802.3i 10BASE-T準拠、IEEE802.3u 100BASE-TX 準

拠、IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 

IEEE802.11b 準拠, IEEE802.11g 準拠, IEEE802.11n 

準拠 

別表 4 技術参考資料の項目 
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自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件 

（（１）物理的条件：ISO8877（(8 ピンデジ ラーコネクタ)に準拠 

（（２）電気的条件：Ethernet（version（2（(10/100/1000BASE-T)に準拠 

（（３）理理的条件（：Ethernet（version（2（(データリンク制御)、又はIEEE802.2（

(理理リンク制御)、 

IEEE802.3（(メディアアクセス制御)、及びTCP/IPに準拠 

 

附則 

（約款実施前の手続きの効力等） 

1 この約款実施前に、改正前の約款の規定により行った手続きその他の行為は、この約

款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて行ったものとみな

します。 

2この約款実施の際、現に改正前の約款の規定により提供している電気通信サービスは、

この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款に基づいて提供しているもの

とみなします。 

 

（約款実施後の経過措置） 

1この約款実施の際、現に改正前の約款により提供しているインターネット接続契約は、

この約款の実施の日において、改正後の約款による契約へ移行したものとみなして取り

扱います。 

2 この約款実施前に、改正前の約款の規定に基づき、支払い又は支払わなければならな

かった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお、従前のとおりとします。 

（（特約） 

当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。 

 

（（実施期日） 

1（この約款は、2019 年 12 月 1日より実施いたします。 

2（この約款は、2020 年 9 月 23 日より実施いたします。 

3（この約款は、2021 年 5 月 15 日より実施いたします。 

4（この約款は、2021 年 6 月 21 日より実施いたします。 

5（この約款は、2021 年 7 月 1 日より実施いたします。 

6（この約款は、2022 年 2 月 22 日より実施いたします。 

7（この約款は、2022 年 6 月 1 日より実施いたします。 

8（この約款は、2022 年 6 月 30 日より実施いたします。 

9（この約款は、2023 年 2 月 28 日より実施いたします。 

10（この約款は、2023 年 4 月 1日より実施いたします。 

11（この約款は、2023 年 5 月 20 日より実施いたします。 

12（この約款は、2023 年 9 月 30 日より実施いたします。 

13（この約款は、2023 年 10 月 24 日より実施いたします。 

14（この約款は、2023 年 12 月 1 日より実施いたします。 

自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件 

（（１）物理的条件：ISO8877（(8 ピンデジ ラーコネクタ)に準拠 

（（２）電気的条件：Ethernet（version（2（(10/100/1000BASE-T)に準拠 

（（３）理理的条件（：Ethernet（version（2（(データリンク制御)、又はIEEE802.2（

(理理リンク制御)、 

IEEE802.3（(メディアアクセス制御)、及びTCP/IPに準拠 

 

附則 

（（約款施行前の手続の効力等） 

1 約款施行前に、改正前の約款の規定により行った手続その他の行為は、約款中にこれに

相当する規定があるときは、約款の規定に基づいて行ったものとみなします。 

 

2（ 約款施行の際、現に改正前の約款の規定により提供している電気通信サービスは、約

款中にこれに相当する規定があるときは、約款に基づいて提供しているものとみなしま

す。 

 

（（約款施行後の経過措置） 

1 約款施行の際、現に改正前の約款により提供しているインターネット接続契約は、約款

施行の日に、改正後の約款による契約へ移行したものとみなして取り扱います。 

 

2 約款施行前に、改正前の約款の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった

電気通信サービスの料金その他の債務については、なお、従前のとおりとします。 

 

＜9章 70 条（特約）に移動＞ 

 

（（実施期日） 

1（約款は、2019 年 12 月 1 日より施行します。 

2（約款は、2020 年 9 月 23 日より施行します。 

3（約款は、2021 年 5 月 15 日より施行します。 

4（約款は、2021 年 6 月 21 日より施行します。 

5（約款は、2021 年 7 月 1 日より施行します。 

6（約款は、2022 年 2 月 22 日より施行します。 

7（約款は、2022 年 6 月 1 日より施行します。 

8（約款は、2022 年 6 月 30 日より施行します。 

9（約款は、2023 年 2 月 28 日より施行します。 

10（約款は、2023 年 4 月 1日より施行します。 

11（約款は、2023 年 5 月 20 日より施行します。 

12（約款は、2023 年 9 月 30 日より施行します。 

13（約款は、2023 年 10 月 24 日より施行します。 

14（約款は、2023 年 12 月 1 日より施行します。 
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15（この約款は、2024 年 3 月 1日より実施いたします。 

16（この約款は、2024 年 7 月 1日より実施いたします。 

17（この約款は、2024 年 8 月 30 日より実施いたします。 

18（この約款は、2024 年 10 月１日より実施いたします。 

19（この約款は、2024 年 10 月 10 日より実施いたします。 

20（この約款は、2024 年 12 月１日より実施いたします。 

21（この約款は、2025 年 1 月 22 日より実施いたします。 

22（この約款は、2025 年 3 月 1日より実施いたします。 

23（この約款は、2025 年 4 月 1日より実施いたします。 

24（この約款は、2025 年 6 月 1日より実施いたします。 

25（この約款は、2025 年 7 月 1日より実施いたします。 

26（この約款は、2025 年 10 月 1 日より実施いたします。 

27（この約款は、2026 年 1 月 1日より実施いたします。 

 

 

クレジットカード支払いに関する特約 

1 契約者は、契約者が支払うべき料金等を、契約者が指定するクレジットカードで、ク

レジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。 

2 契約者は、契約者から当社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものと

します。また、当社が、契約者が届け出たクレジットカードの発行カード当社の指示に

より、契約者が届け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と

同様に支払うものとします。 

3 契約者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅

滞なく当社にその旨を連絡するものとします。 

4 当社は、契約者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、

契約者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社又は

契約者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるも

のとします。 

 

 

 

 

15（約款は、2024 年 3 月 1日より施行します。 

16（約款は、2024 年 7 月 1日より施行します。 

17（約款は、2024 年 8 月 30 日より施行します。 

18（約款は、2024 年 10 月１日より施行します。 

19（約款は、2024 年 10 月 10 日より施行します。 

20（約款は、2024 年 12 月１日より施行します。 

21（約款は、2025 年 1 月 22 日より施行します。 

22（約款は、2025 年 3 月 1日より施行します。 

23（約款は、2025 年 4 月 1日より施行します。 

24（約款は、2025 年 6 月 1日より施行します。 

25（約款は、2025 年 7 月 1日より施行します。 

26（約款は、2025 年 10 月 1 日より施行します。 

27（約款は、2026 年 1 月 1日より施行します。 

28（約款は、2026 年 2 月 1日より施行します。 

 

クレジットカード支払いに関する特約 

1 加入者は、当社に対し、加入者が支払うべき料金等を、当社が指定するクレジットカー

ドで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うことができます。 

2 加入者は、当社に対し、申出をしない限り、継続して前項と同様の支払方法によるもの

とします。また、当社は、加入者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示に

より、加入者が届け出たクレジットカード以外で代金請求をした場合も、前項と同様に

支払うものとします。 

3 加入者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、当社

に対し、遅滞なくその旨を連絡するものとします。 

4 加入者は、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、

加入者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社又は

加入者の指定したクレジットカード会社の判断により、一方的にクレジットカードによ

る支払をすることができない場合があります。 
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料金表 

通則 

（（料金表の適用） 

1 インターネット接続サービスのコース及び付加機能サービスの内容、並びにこれらに

関する料金は、この料金表に規定します。又、工事に関する費用は当社が別に定めると

ころにより適用します。 

 

 

（（料金等の変更） 

2 当社は、インターネット接続サービスに関する料金及び工事に関する費用を変更する

ことがあります。この場合には、変更後の料金及び工事に関する費用によります。 

 

（（料金等の臨時減免） 

3当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわ

らず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。当社は、料

金等の減免を行ったときは、関係のインターネット接続サービス取扱所に掲示する等の

方法により、その旨を周知します。 

＜追加＞ 

＜追加＞ 

 

＜追加＞ 

 

 

利用料金 

1 インターネット接続サービス 

 1-1 適用 

利用料の適用については、約款第 32 条（料金及び工事に関する費用）に定めるところ

によります。この場合において、約款同条により支払いを要する料金の額は、１－２（利

用料）の規定の額とします。 

 

 1-2 利用料 

（ススマイル光】 

サービス名 単位 料金額（月額） 

光（スタート 

（（10Mbps） 

１契約者

回線ごと

に 

3,119 円（税込 3,430 円） 

（（光通信端末レンタル料金を含みます。） 

メールアカウント標準提供数 1 個 

光（ステップア

ップ（33Mbps） 

１契約者

回線ごと

に 

4,262 円（税込 4,688 円） 

（（光通信端末レンタル料金を含みます。） 

メールアカウント標準提供数 1 個 

光（スタンダー １契約者 4,739 円（税込 5,212 円） 

料金表 

通則 

（（料金表の適用） 

1 インターネット接続サービスのコース、付加機能サービスの内容及びこれらに関する料

金は、この料金表に規定します。工事に関する費用は、当社が別途定めるところにより適

用します。但し、1-2 料金表に規定する同軸（HFC）サービスは、当社インターネットサー

ビスに対応している集合住宅（以下、対応集合住宅といいます。）のみ利用ができるもの

とします。 

（（料金等の変更） 

2 当社は、インターネット接続サービスに関する料金及び工事に関する費用を変更するこ

とがあります。この場合、インターネット接続サービスに関する料金及び工事に関する費

用は、変更後の料金及び工事に関する費用によります。 

 

＜第 47 条で規定しているため削除＞ 

 

 

 

（（料金等の割引） 

3 当社は、料金表に規定する料金につきインターネット接続サービス加入促進を目的とし

て、割り引くことがあります。 

4（加入者の都合により、サービスの全部又は一部を利用しない場合であっても、月額利用

料の割引は、ありません。 

 

利用料金 

1 インターネット接続サービス 

 1-1 適用 

利用料の適用は、約款第 41 条（料金等）に定めるところによります。この場合において、

同条により支払いを要する料金の額は、1-2（利用料）の規定の額とします。 

 

 

 1-2 利用料 

（ススマイル光】 

サービス名 単位 料金額（月額） 

光（スタート 

（（10Mbps） 

１契約者

回線ごと

に 

3,119 円（税込 3,430 円） 

（（光通信端末の機器使用料金を含みます。） 

メールアカウント標準提供数 1 個 

光（ステップア

ップ（33Mbps） 

１契約者

回線ごと

に 

4,262 円（税込 4,688 円） 

（（光通信端末の機器使用料金を含みます。） 

メールアカウント標準提供数 1 個 

光（スタンダー １契約者 4,739 円（税込 5,212 円） 
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ド（300Mbps） 回線ごと

に 

（（光通信端末レンタル料金を含みます。） 

メールアカウント標準提供数 6 個 

光（プレミア） 

（（1G相当） 
１契約者

回線ごと

に 

5,500 円（税込 6,050 円） 

（（光通信端末、無線通信端末（機機）レンタル料

金を含みます。） 

メールアカウント標準提供数 11 個 

光 10ギガ 
１契約者

回線ごと

に 

8,500 円（税込 9,350 円） 

（（光通信端末、無線通信端末レンタル料金を含

みます。） 

メールアカウント標準提供数 11 個 

光パック  

500 メガトリプ

ル 

 

 

 

 

１契約者

回線ごと

に 

ケーブルプラス版：5,597 円（税込（6,156 円） 

ケーブルライン版：5,437 円（税込（5,980 円） 

（（上記料金には光放送端末、光通信端末、無線通

信端末（機機）、インターネットサービス月額利

用料、電話サービス月額利用料、マカフィー®（

セキ リティサービス月額利用料含みます） 

 

※マカフィー®（ セキ リティサービスの利用

にかかわらず利用料金の割引はありません。 

※約款については放送サービス契約約款に準

じます。 

＜追加＞ 

 

 

 

※2023 年 3 月末日を以って新規申込受付を終

了します。 

光パック 

1 ギガトリプル 

 

 

 

 

１契約者

回線ごと

に 

ケーブルプラス版：9,160 円（税込（10,076 円） 

ケーブルライン版：9,000 円（税込（9,900 円） 

（（上記料金には光放送端末、光通信端末、無線通

信端末（機機）、無線通信端末（子機）及びデジ

タルホー）ターミナル１台の機器使用料、イン

ターネットサービス月額利用料、電話サービス

月額利用料、楽録月額利用料、マカフィー®（セ

キ リティサービス月額利用料、milplus（（みる

プラス）含みます） 

※マカフィー®（ セキ リティサービスの利用

にかかわらず利用料金の割引はありません。 

※約款については放送サービス契約約款に準

じます。 

ド（300Mbps） 回線ごと

に 

（（光通信端末の機器使用料金を含みます。） 

メールアカウント標準提供数 6 個 

光（プレミア） 

（（1G相当） 
１契約者

回線ごと

に 

5,500 円（税込 6,050 円） 

（（光通信端末、無線通信端末（機機）の機器使用

料金を含みます。） 

メールアカウント標準提供数 11 個 

光 10ギガ 
１契約者

回線ごと

に 

8,500 円（税込 9,350 円） 

（（光通信端末、無線通信端末の機器使用料金を

含みます。） 

メールアカウント標準提供数 11 個 

光パック  

500 メガトリプ

ル 

 

 

 

 

１契約者

回線ごと

に 

ケーブルプラス版：5,597 円（税込（6,156 円） 

ケーブルライン版：5,437 円（税込（5,980 円） 

（（上記料金には光放送端末、光通信端末、光電話

用端末及び無線通信端末（機機）の機器使用料

金、放送サービス、インターネットサービス、

電話サービス、マカフィー®（セキ リティサー

ビス月額基本利用料金を含みます。） 

＜通則 4で規定しているため削除＞ 

 

※放送サービスは、当社放送サービス契約約款

に準じます。 

※電話サービスは、ケーブルプラス電話サービ

ス契約約款及びケーブルプラス電話利用規約

又はIP電話サービス契約約款及びケーブルラ

イン利用規約に準じます。 

※2023 年 3 月末日を以って新規申込受付を終

了しました。 

光パック 

1 ギガトリプル 

 

 

 

 

１契約者

回線ごと

に 

ケーブルプラス版：9,160 円（税込（10,076 円） 

ケーブルライン版：9,000 円（税込（9,900 円） 

（（上記料金には光放送端末、光通信端末、光電話

用端末、無線通信端末（機機（・子機）及びデジ

タルホー）ターミナル１台の機器使用料金、放

送サービス、インターネットサービス、電話サ

ービス、楽録、マカフィー®（セキ リティサー

ビス、milplus（（みるプラス）月額基本利用料金

を含みます。） 

＜通則 4で規定しているため削除＞ 

 

※放送サービスは、当社放送サービス契約約款

に準じます。 
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＜追加＞ 

 

 

 

※2023 年 3 月末日を以って新規申込受付を終

了します。 

光スマートCS

パック 

１契約者

回線ごと

に 

ケーブルプラス版：9,260 円（税込（10,186 円） 

ケーブルライン版：9,100 円（税込（10,010 円） 

（（上記料金には光放送端末、光通信端末、無線通

信端末及びデジタルホー）ターミナル１台の

機器使用料金、インターネットサービス月額利

用料金、電話サービス月額利用料金、ケーブル

プラスSTB2 及び外付けラードディスク月額利

用料金または新 4K放送対応楽録月額利用料金、

マカフィー®（ セキ リティサービス月額利用

料金を含みます） 

※マカフィー®（ セキ リティサービスの利用

にかかわらず利用料金の割引はありません。 

※約款については放送サービス契約約款に準

じます。 

＜追加＞ 

 

 

 

光スマートパ

ック 

１契約者

回線ごと

に 

ケーブルプラス版：5,660 円（税込（6,226 円） 

ケーブルライン版：5,500 円（税込（6,050 円） 

（（上記料金には光放送端末、光通信端末、無線通

信端末、インターネットサービス月額利用料

金、電話サービス月額利用料金、マカフィー®（

セキ リティサービス月額利用料金を含みま

す） 

※マカフィー®（ セキ リティサービスの利用

にかかわらず利用料金の割引はありません。 

※約款については放送サービス契約約款に準

じます。 

＜追加＞ 

 

 

 

※電話サービスは、ケーブルプラス電話サービ

ス契約約款及びケーブルプラス電話利用規約

又はIP電話サービス契約約款及びケーブルラ

イン利用規約に準じます。 

※2023 年 3 月末日を以って新規申込受付を終

了しました。 

光スマート 

CSパック 

１契約者

回線ごと

に 

ケーブルプラス版：9,260 円（税込（10,186 円） 

ケーブルライン版：9,100 円（税込（10,010 円） 

（（上記料金には光放送端末、光通信端末、光電話

用端末、デジタルホー）ターミナル１台及び無

線通信端末 2 台の機器使用料金、放送サービ

ス、インターネットサービス、電話サービス、

ケーブルプラスSTB2 及び外付けラードディス

ク又は新 4K放送対応楽録、マカフィー®（セキ

 リティサービス月額基本利用料金を含みま

す。） 

＜通則 4で規定しているため削除＞ 

 

※放送サービスは、当社放送サービス契約約款

に準じます。 

※電話サービスは、ケーブルプラス電話サービ

ス契約約款及びケーブルプラス電話利用規約

又はIP電話サービス契約約款及びケーブルラ

イン利用規約に準じます。 

光スマートパ

ック 

１契約者

回線ごと

に 

ケーブルプラス版：5,660 円（税込（6,226 円） 

ケーブルライン版：5,500 円（税込（6,050 円） 

（（上記料金には光放送端末、光通信端末、光電話

用端末1台及び無線通信端末2台の機器使用料

金、放送サービス、インターネットサービス、

電話サービス、マカフィー®（セキ リティサー

ビスの月額基本利用料金を含みます。） 

＜通則 4で規定しているため削除＞ 

 

※放送サービスは、当社放送サービス契約約款

に準じます。 

※電話サービスは、ケーブルプラス電話サービ

ス契約約款及びケーブルプラス電話利用規約

又はIP電話サービス契約約款及びケーブルラ

イン利用規約に準じます。 
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サービス休止

時の設備維持

管理費 

契約者ご

とに 

400 円(税込 440 円)（ 

 

 

（ス三河湾ひかり】 

サービス名 単位 料金額（月額） 

ス タ ー ト

（（10Mbps） 

１契約者

回線ごと

に 

3,119 円（税込 3,430 円） 

（（光通信端末レンタル料金を含みます。） 

メールアカウント標準提供数 1 個 

ステップアッ

プ（33Mbps） 

１契約者

回線ごと

に 

4,262 円（税込 4,688 円） 

（（光通信端末レンタル料金を含みます。） 

メールアカウント標準提供数 1 個 

ひかりスタン

ダ ー ド

（（300Mbps） 

１契約者

回線ごと

に 

4,739 円（税込 5,212 円） 

（（光通信端末レンタル料金を含みます。） 

メールアカウント標準提供数 6 個 

ひかりプレミ

ア） 

（（1G相当） 

１契約者

回線ごと

に 

5,500 円（税込 6,050 円） 

（（光通信端末レンタル料金を含みます。） 

メールアカウント標準提供数 11 個 

サービス休止

時の設備維持

管理費 

契約者ご

とに 

400 円(税込 440 円)（ 

 

 

（ス同軸（HFC）】 

サービス名 単位 料金額（月額） 

ｽ ﾀ ｰ ﾄ ﾌ ﾟ ﾗ ﾝ

(10Mbps) 

１契約者

回線 

ごとに 

3,119 円（税込 3,430 円） 

（（同軸通信端末レンタル料を含みます。） 

メールアカウント標準提供数 1 個 

ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾌﾟﾗﾝ

(33Mbps) 

１契約者

回線 

ごとに 

4,262 円（税込 4,688 円） 

（（同軸通信端末レンタル料を含みます。） 

メールアカウント標準提供数 1 個 

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾌﾟﾗﾝ

(110Mbps) 

１契約者

回線 

ごとに 

4,739 円（税込 5,212 円） 

（（同軸通信端末レンタル料を含みます。） 

メールアカウント標準提供数 6 個 

ﾌ ﾟ ﾚ ﾐ ｱ ﾑ ﾌ ﾟ ﾗ ﾝ

(200Mbps) 

１契約者

回線 

ごとに 

5,500 円（税込 6,050 円） 

（（同軸通信端末レンタル料を含みます。） 

メールアカウント標準提供数 11 個 

ﾏ ﾝ ｼ ｮ ﾝ ﾀ ｲ ﾌ ﾟ

110Mbps 

コース 

１契約者

回線 

ごとに 

3,429円（税込 3,771円） 

（同軸通信端末レンタル料を含みます。） 

メールアカウント標準提供数 6個 

サービス休止

時の設備維持

管理費 

契約者ご

とに 

400 円(税込 440 円)（ 

 

 

（ス三河湾ひかり】 

サービス名 単位 料金額（月額） 

ス タ ー ト

（（10Mbps） 

１契約者

回線ごと

に 

3,119 円（税込 3,430 円） 

（（光通信端末の機器使用料金を含みます。） 

メールアカウント標準提供数 1 個 

ステップアップ

（（33Mbps） 

１契約者

回線ごと

に 

4,262 円（税込 4,688 円） 

（（光通信端末の機器使用料金を含みます。） 

メールアカウント標準提供数 1 個 

ひかりスタンダ

ード（300Mbps） 

１契約者

回線ごと

に 

4,739 円（税込 5,212 円） 

（（光通信端末の機器使用料金を含みます。） 

メールアカウント標準提供数 6 個 

ひかりプレミア

） 

（（1G相当） 

１契約者

回線ごと

に 

5,500 円（税込 6,050 円） 

（（光通信端末の機器使用料金を含みます。） 

メールアカウント標準提供数 11 個 

サービス休止時

の設備維持管理

費 

契約者ご

とに 

400 円(税込 440 円)（ 

 

 

（ス同軸（HFC）】 

サービス名 単位 料金額（月額） 

ｽ ﾀ ｰ ﾄ ﾌ ﾟ ﾗ ﾝ

(10Mbps) 

１契約者

回線 

ごとに 

3,119 円（税込 3,430 円） 

（（同軸通信端末の機器使用料金を含みます。） 

メールアカウント標準提供数 1 個 

ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾌﾟﾗﾝ

(33Mbps) 

１契約者

回線 

ごとに 

4,262 円（税込 4,688 円） 

（（同軸通信端末の機器使用料金を含みます。） 

メールアカウント標準提供数 1 個 

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾌﾟﾗﾝ

(110Mbps) 

１契約者

回線 

ごとに 

4,739 円（税込 5,212 円） 

（（同軸通信端末の機器使用料金を含みます。） 

メールアカウント標準提供数 6 個 

ﾌ ﾟ ﾚ ﾐ ｱ ﾑ ﾌ ﾟ ﾗ ﾝ

(200Mbps) 

１契約者

回線 

ごとに 

5,500 円（税込 6,050 円） 

（（同軸通信端末の機器使用料金を含みます。） 

メールアカウント標準提供数 11 個 

ﾏ ﾝ ｼ ｮ ﾝ ﾀ ｲ ﾌ ﾟ

110Mbps 

コース 

１契約者

回線 

ごとに 

3,429円（税込 3,771円） 

（同軸通信端末の機器使用料金を含みます。） 

メールアカウント標準提供数 6個 
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ﾏ ﾝ ｼ ｮ ﾝ ﾀ ｲ ﾌ ﾟ

200Mbps 

コース 

１契約者

回線 

ごとに 

4,572円（税込 5,029円） 

（同軸通信端末レンタル料を含みます。） 

メールアカウント標準提供数 11 個 

サービス休止

時の設備維持

管理費 

契約者ご

とに 

400 円(税込 440 円)（ 

 

  

 

2 付加機能サービス 

 2-1 適用 

利用料の適用については、約款第 32 条（料金及び工事に関する費用）に定めるところ

によります。この場合において、約款同条により支払いを要する料金の額は２－２(利

用料)の規定の額とします。 

区分 内容 

メールアカウント追加 

サービス 

契約者がコース毎の標準提供数を超えるメールア

カウントを希望する場合に適用します。 

コンテンツフィルター 

サービス 

有害なホー）ページの閲覧を制限する機能を持っ

たアプリケーションを契約者のパフコンにインス

トールし、インターネット接続サービスを利用する

場合に適用します。 

ウイルスチアック・迷惑メ

ール対策サービス 

電子メールに添付されるウイルスの駆除・迷惑な電

子メールを制限する機能を利用する場合に適用し

ます。 

Ｗｅｂホスティングサー

ビス（（新規受付終了） 

契約者があらかじめ取得した仮想ドメイン名（あら

かじめ契約者が所有するドメイン名をいいます。以

下同じとします。）により、情報ページを使用して

当社に設置する情報蓄積装置により情報の蓄積及

び公開を行う機能をいいます。（ 

 

Ｍａｉｌホスティングサ

ービス 

（（新規受付終了） 

契約者があらかじめ指定した仮想ドメイン名（あら

かじめ契約者が所有するドメイン名をいいます。以

下同じとします。）に対して送られた電子メールを、

当社に設置する情報蓄積装置により情報の蓄積及

び配信を行う機能をいいます。（ 

 

セキ リティフフト 

（（Aitainetウイルスバスタ

ー 

月額版サービス） 

ウイルス駆除を含みインターネット上の様々な危

険からパフコンを守る機能を持ったアプリケーシ

ョンを契約者のパフコンにインストールし、インタ

ーネット接続サービスを利用する場合に適用しま

ﾏ ﾝ ｼ ｮ ﾝ ﾀ ｲ ﾌ ﾟ

200Mbps 

コース 

１契約者

回線 

ごとに 

4,572円（税込 5,029円） 

（同軸通信端末の機器使用料金を含みます。） 

メールアカウント標準提供数 11 個 

サービス休止

時の設備維持

管理費 

契約者ご

とに 

400 円(税込 440 円)（ 

 

  

 

2 付加機能サービス 

 2-1 適用 

利用料の適用は、約款第 41 条（料金等）に定めるところによります。この場合において、

同条により支払いを要する料金の額は 2-2(利用料)の規定の額とします。 

 

区分 内容 

メールアカウント追加 

サービス 

加入者がコース毎の標準提供数を超えるメールア

カウントを希望する場合に適用します。 

コンテンツフィルター 

サービス 

有害なホー）ページの閲覧を制限する機能を持っ

たアプリケーションを加入者のパフコンにインス

トールし、インターネット接続サービスを利用する

場合に適用します。 

ウイルスチアック・迷惑メ

ール対策サービス 

電子メールに添付されるウイルスの駆除・迷惑な電

子メールを制限する機能を利用する場合に適用し

ます。 

Ｗｅｂホスティングサー

ビス（ 

（（新規受付終了） 

※スタートプランでの利

用はできません。 

 

加入者があらかじめ取得した仮想ドメイン名（あら

かじめ加入者が所有するドメイン名をいいます。以

下同じとします。）により、情報ページを使用して

当社に設置する情報蓄積装置により情報の蓄積及

び公開を行う機能をいいます。（ 

Ｍａｉｌホスティングサ

ービス 

（（新規受付終了） 

※WEBホスティングサービ

スの利用が条件となりま

す。 

加入者があらかじめ指定した仮想ドメイン名（あら

かじめ加入者が所有するドメイン名をいいます。以

下同じとします。）に対して送られた電子メールを、

当社に設置する情報蓄積装置により情報の蓄積及

び配信を行う機能をいいます。（ 

セキ リティフフト 

（（Aitainetウイルスバスタ

ー 

月額版サービス） 

ウイルス駆除を含みインターネット上の様々な危

険からパフコンを守る機能を持ったアプリケーシ

ョンを加入者のパフコンにインストールし、インタ

ーネット接続サービスを利用する場合に適用しま
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す。 

セキ リティフフト 

（（マカフィー®（ セキ リテ

ィサービス） 

ウイルス駆除を含みインターネット上の様々な危

険からパフコンを守る機能を持ったアプリケーシ

ョンを契約者のパフコンにインストールし、インタ

ーネット接続サービスを利用する場合に適用しま

す。 

ＤＨＣＰグローバルＩＰ

サービス 

当社のＤＨＣＰサーバーより動的に配布するグロ

ーバルIPアドレスにより、インターネット接続サー

ビスを利用する場合に適用します。 

固定グローバルＩＰサー

ビス 

当社があらかじめ指定したグローバルIPアドレス

により、インターネット接続サービスを利用する場

合に適用します。 

ＬＡＮ接続サービス 

当社があらかじめ指定したグローバルIPアドレス

群により、インターネット接続サービスを利用する

場合に適用します。 

Aitainetドメインサービ

スＭ 

契約者があらかじめ指定した仮想ドメイン名（あら

かじめ契約者が所有するドメイン名をいいます。以

下同じとします。）に対して送られた電子メールを、

当社に設置する情報蓄積装置により情報の蓄積及

び配信を行う機能をいいます。 

Aitainetドメインサービ

スＷ/Ｍ 

契約者があらかじめ指定した仮想ドメイン名（あら

かじめ契約者が所有するドメイン名をいいます。以

下同じとします。）により、情報ページを使用して

当社に設置する情報蓄積装置により情報の蓄積及

び公開を行う機能をいいます。また、仮想ドメイン

名対して送られた電子メールを、当社に設置する情

報蓄積装置により情報の蓄積及び配信を行う機能

をいいます 

光スマートCSパック、 

光スマートパック限定 

10 ギガ増速サービス 

光スマートCSパック、光スマートパックの契約者に

限り、10 ギガへの増速を適用します。 

 

 

 

＜追加＞ 

 

 

 

メッシ Wi-Fiサービス 

※2024 年 9 月 30 日を以っ

網目状に張り巡らされたWi-Fiネットワークを構築

する宅内Wi-Fiサービスを適用します。 

す。 

セキ リティフフト 

（（マカフィー®（ セキ リテ

ィサービス） 

ウイルス駆除を含みインターネット上の様々な危

険からパフコンを守る機能を持ったアプリケーシ

ョンを加入者のパフコンにインストールし、インタ

ーネット接続サービスを利用する場合に適用しま

す。 

ＤＨＣＰグローバルＩＰ

サービス 

当社のＤＨＣＰサーバーより動的に配布するグロ

ーバルIPアドレスにより、インターネット接続サー

ビスを利用する場合に適用します。 

固定グローバルＩＰサー

ビス 

当社が予め指定したグローバルIPアドレスにより、

インターネット接続サービスを利用する場合に適

用します。 

ＬＡＮ接続サービス 
スタートプランでの利用はできません。 

 

当社が予め指定したグローバルIPアドレス群によ

り、インターネット接続サービスを利用する場合に

適用します。 

Aitainetドメインサービ

スＭ 

加入者が予め指定した仮想ドメイン名（予め加入者

が所有するドメイン名をいいます。以下同じとしま

す。）に対して送られた電子メールを、当社に設置

する情報蓄積装置により情報の蓄積及び配信を行

う機能をいいます。 

Aitainetドメインサービ

スＷ/Ｍ 

加入者が予め指定した仮想ドメイン名（予め加入者

が所有するドメイン名をいいます。以下同じとしま

す。）により、情報ページを使用して当社に設置す

る情報蓄積装置により情報の蓄積及び公開を行う

機能をいいます。また、仮想ドメイン名対して送ら

れた電子メールを、当社に設置する情報蓄積装置に

より情報の蓄積及び配信を行う機能をいいます 

 

10 ギガ増速サービス 

※光スマートCSパック、 

光スマートパック加入者

限定 

光スマートCSパック、光スマートパックの加入者に

限り、10 ギガへの増速を適用します。 

Wi-Fiルーター追加 

（（3 台目以降） 

※光スマートCSパック、 

光スマートパック加入者

限定 

光スマートパックの加入者に限り、Wi-Fiルータ 1

台を追加利用する 

場合に適用します。 

＜下段に移動＞ 
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て新規申込・プラン変更受

付を終了します。 

Huluサービス 

定額制動画配信サービス「Hulu サービス」を適用

します。 

※別途HJホールディングス社の定める利用規約（以

下「HJホールディングス社規約」といいます。）へ

の同意が必要です。また、利用料金の発生日は当社

インターネット接続サービスと異なります。 

DAZNサービス 

※2024年 9月 30日を以っ

て 当社経由での新規申

込・プラン変更受付を終了

します。 

定額制動画配信サービス「DAZNサービス」を適用し

ます。 

※DAZN Limited社の定める利用規約（以下「DAZN社

規約」といいます。）への同意が必要です。また、

利用料金の発生日は当社インターネット接続サー

ビスと異なります。 

FODプレミア） 

スタンダードサービス 

定額制動画配信サービス「FODプレミア） スタンダ

ードサービス」を適用します。 

※株式会社フジテレビジョンの定める利用規約（以

下「株式会社フジテレビジョンが定めるFOD利用規

約」といいます。）への同意が必要です。また、利

用料金の発生日は当社インターネット接続サービ

スと異なります。 

＜追加＞ 

 

DAZNサービス 

※2024年 9月 30日を以っ

て 当社経由での新規申

込・プラン変更受付を終了

します。 

定額制動画配信サービス「DAZNサービス」を適用し

ます。 

※DAZN Limited社の定める利用規約（以下「DAZN

社規約」といいます。）への同意が必要です。ま

た、利用料金の発生日は当社インターネット接続

サービスと異なります。 

メッシ Wi-Fiサービス 

※2024年 9月 30日を以っ

て新規申込・プラン変更受

付を終了します。 

網目状に張り巡らされたWi-Fiネットワークを構

築する宅内Wi-Fiサービスを適用します。 

 

2-2 利用料 

種類 単位 料金額（月額） 

メールアカウント追加サー

ビス料金 

コース毎の標準提供数

まで 
基本利用料に含む 

コース毎の標準提供数500 円（税込（550 円） 

 

 

Huluサービス 

定額制動画配信サービス「Hulu サービス」を適用

します。 

※別途HJホールディングス社の定める利用規約（以

下「HJホールディングス社規約」といいます。）へ

の同意が必要です。また、利用料金の発生日は当社

インターネット接続サービスと異なります。 

＜下段に移動＞ 

 

 

 

 

 

FODプレミア） 

スタンダードサービス 

定額制動画配信サービス「FODプレミア） スタンダ

ードサービス」を適用します。 

※株式会社フジテレビジョンの定める利用規約（以

下「株式会社フジテレビジョンが定めるFOD利用規

約」といいます。）への同意が必要です。また、利

用料金の発生日は当社インターネット接続サービ

スと異なります。 

利用明細紙面通知 
加入者が利用明細の紙面での通知を希望する場合

に適用します。 

DAZNサービス 

※新規・コース変更受付を

終了しました。 

定額制動画配信サービス「DAZNサービス」を適用し

ます。 

※DAZN Limited社の定める利用規約（以下「DAZN社

規約」といいます。）への同意が必要です。また、

利用料金の発生日は当社インターネット接続サー

ビスと異なります。 

メッシ Wi-Fiサービス 

※新規・コース変更受付を

終了しました。 

網目状に張り巡らされたWi-Fiネットワークを構築

する宅内Wi-Fiサービスを適用します。 

 

 

 

2-2 利用料 

種類 単位 料金額（月額） 

メールアカウント追加サー

ビス料金 

コース毎の標準提供数

まで 
基本利用料に含む 

コース毎の標準提供数500 円（税込（550 円） 
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を超え 

1 のメールアカウント毎

に（標準と併せ低大50の

メールアカウント） 

コンテンツフィルターサー

ビス料金 
1 の契約毎に 300 円（（税込 330 円） 

ウイルスチアック・迷惑メー

ル対策サービス 

1 のメールアカウント毎

に 
基本利用料に含む 

＜下段より移動＞ 

Ｗｅｂホスティングサービ

ス料金 

100ＭＢまで 
35,000 円 （ 税 込 

38,500 円） 

100ＭＢを超え 100ＭＢ

毎に 

10,000 円 （ 税 込 

11,000 円） 

 

＜下段より移動＞ 

Ｍａｉｌホスティングサー

ビス料金 

20 のメールアカウント

まで 

10,000 円 （ 税 込 

11,000 円） 

20 のメールアカウント

を超え 

20 のメールアカウント

毎に 

6,000 円（（税込 6,600

円） 

セキ リティフフト 

（（Aitainetウイルスバスター 

月額版） 

1 の契約毎に 

（（別途利用規約にある台

数まで） 

※一部のお客様に限り

ます。 

419 円（税込（460 円） 

セキ リティフフト 

（（マカフィー®（セキ リティ

サービス） 

1 の契約毎に 

（（別途利用規約にある台

数まで） 

350 円（税込（385 円） 

ＤＨＣＰグローバルＩＰサ

ービス 

1 の契約者回線毎に 

（（付与数（1IP） 
500 円（税込（550 円） 

固定グローバルＩＰサービ

ス 

1 の固定グローバルIPア

ドレス毎に 

3,500 円（税込 3,850

円） 

ＬＡＮ接続サービス 

 

 

 

1 の契約者回線毎に 
35,000 円 （ 税 込 

38,500 円） 

Aitainetドメインサービス

Ｍ 

10 のメールアカウント 

及び 1GBまで 

1,500 円（（税込 1,650

円） 

Aitainetドメインサービス

Ｗ/Ｍ 

情報ページの公開 及

び 

2,000 円（（税込 2,200

円） 

を超え 

1 メールアカウント毎に 

（（合計 50 アカウントま

で） 

コンテンツフィルターサー

ビス料金 
1 契約毎に 300 円（（税込 330 円） 

ウイルスチアック・迷惑メー

ル対策サービス 
1 メールアカウント毎に 基本利用料に含む 

Ｗｅｂホスティングサービ

ス料金 

（（新規受付終了） 

スタートプランでの利用は

できません。 

100ＭＢまで 
35,000 円 （ 税 込 

38,500 円） 

100ＭＢを超え 100ＭＢ

毎に 

10,000 円 （ 税 込 

11,000 円） 

Ｍａｉｌホスティングサー

ビス料金 

（（新規受付終了） 

※WEBホスティングサービス

の利用が条件となります。 

 

20 メールアカウントま

で 

10,000 円 （ 税 込 

11,000 円） 

20 メールアカウントを

超え 

20 メールアカウント毎

に 

6,000 円（（税込 6,600

円） 

セキ リティフフト 

（（Aitainetウイルスバスター 

月額版） 

1 契約毎に 

（（別途利用規約にある台

数まで） 

※一部の加入者に限り

ます。 

419 円（税込（460 円） 

セキ リティフフト 

（（マカフィー®（セキ リティ

サービス） 

1 契約毎に 

（（別途利用規約にある台

数まで） 

350 円（税込（385 円） 

ＤＨＣＰグローバルＩＰサ

ービス 

1 契約者回線毎に 

（（付与数（1IP） 
500 円（税込（550 円） 

固定グローバルＩＰサービ

ス 

1 固定グローバルIPアド

レス毎に 

3,500 円（税込 3,850

円） 

ＬＡＮ接続サービス 

スタートプランでの利用は

できません。 

 

1 契約者回線毎に 
35,000 円 （ 税 込 

38,500 円） 

Aitainetドメインサービス

Ｍ 

10 メールアカウント 

及び 1GBまで 

1,500 円（（税込 1,650

円） 

Aitainetドメインサービス

Ｗ/Ｍ 

情報ページの公開 及

び 

2,000 円（（税込 2,200

円） 
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10 のメールアカウント

併せて 2GBまで 

Ｗｅｂホスティングサービ

ス料金 

100ＭＢまで 
35,000 円 （ 税 込 

38,500 円） 

100ＭＢを超え 100ＭＢ

毎に 

10,000 円 （ 税 込 

11,000 円） 

Ｍａｉｌホスティングサー

ビス料金 

20 のメールアカウント

まで 

10,000 円 （ 税 込 

11,000 円） 

20 のメールアカウント

を超え 

20 のメールアカウント

毎に 

6,000 円（（税込 6,600

円） 

Aitainetドメインサービス 

共通 

10 のメールアカウント

を超え 

10 のメールアカウント

毎に 

（（低大 100 のメールアカ

ウント） 

1,500 円（（税込 1,650

円） 

基本容量を超え 

1GB毎に（低大 5GB） 

1,500 円（（税込 1,650

円） 

SSL証明書 800 円（税込 880 円） 

Webデータベース 700 円（税込 770 円） 

光スマートCSパック、光スマ

ートパック限定 10 ギガ増速

サービス 

1 の契約者回線毎に 
1,500 円（税込 1,650

円） 

＜下段から移動＞ 

Wi-Fiルーター追加 

（3台目以降） 

1の機器毎に 

300円（税込 330円） 

※光スマートCSパッ

ク、光スマートパック

の加入が必要です。 

＜下段から移動＞ 

Huluサービス 
1の契約毎に 933円（税込 1,026円） 

＜下段から移動＞ 

FODプレミアムスタンダー

ドサービス 

1の契約毎に 
1,200 円（税込 1,320

円） 

＜2－3オプションサービスから移動＞ 

 

＜下段から移動＞ 

DAZNサービス 
1の契約毎に 税込 4,200円 

10 メールアカウント併

せて 2GBまで 

＜上段に移動＞ 

 

 

 

＜上段に移動＞ 

 

 

 

 

 

Aitainetドメインサービス 

共通 

10 メールアカウントを

超え 

10 メールアカウント毎

に 

（（合計 100 アカウントま

で） 

1,500 円（（税込 1,650

円） 

基本容量を超え 

1GB毎に（低大 5GB） 

1,500 円（（税込 1,650

円） 

SSL証明書 800 円（税込 880 円） 

Webデータベース 700 円（税込 770 円） 

10 ギガ増速サービス 

※光スマートCSパック、光ス

マートパック加入者限定 

1 契約者回線毎に 
1,500 円（税込 1,650

円） 

Wi-Fiルーター追加 

（（3 台目以降） 

※光スマートCSパック、光ス

マートパック加入者限定 

1機器毎に 
300 円（税込 330 円） 

 

Huluサービス 
1契約毎に 

 
933円（税込 1,026円） 

FODプレミア）スタンダード

サービス 
 

 

 

1契約毎に 
1,200 円（税込 1,320

円） 

利用明細紙面通知 １通につき 200円（税込 220円） 

DAZNサービス 

※新規・コース変更受付を終
1契約毎に 税込 4,200円 
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※2024年 9月 30日を以って

当社経由での新規申込・プラ

ン変更受付を終了しました。 

メッシ Wi-Fiサービス 

※2024 年 9月 30 日を以って

新規申込・プラン変更受付を

終了しました。 

1の契約毎に 

（（機器（Pod）は標準 2台

セット） 

900円（税込 990円） 

メッシ Wi-Fiサービス機器

（Pod）追加 

＜追加＞ 

※2024 年 9月 30 日を以って

新規申込・プラン変更受付を

終了しました。 

1の機器毎に 

500 円（税込 550円）

※メッシ Wi-Fiサー

ビスの加入が必要で

す。 

Wi-Fiルーター追加 

（（3 台目以降） 
1の機器毎に 

300 円（税込 330 円） 

※光スマートCSパッ

ク、光スマートパック

の加入が必要です。 

Huluサービス 1の契約毎に 933円（税込 1,026円） 

DAZNサービス 

※2024年 9月 30日を以って

当社経由での新規申込・プラ

ン変更受付を終了しました。 

1の契約毎に 税込（4,200 円 

FODプレミア）スタンダード

サービス 
1の契約毎に 

1,200 円（税込 1,320

円） 

※ご注意：利用料金、工事費は、加入促進の為割引することがあります。 

 

2-3 オプションサービス 

種類 単位 料金額 

利用明細紙面通知 １通につき 200 円（税込 220 円） 
 

 

3.ユニバーサルサービス料 

項目 料金額（月額） 

ブロードバンドユニバーサル

料 ※1 

2 円（税込 2.2 円）※2※3 

※1 ブロードバンドユニバーサルサービス料は回線ごとに発生します。 

※2 ブロードバンドユニバーサルサービス料は、総務省の認可に基づき支援機関が算

定し一般社団法人電気通信事業者協会ホー）ページ

https://www.tca.or.jp/broadband-universalservice/）で公開された番号単価に基づ

了しました。 

 

 

メッシ Wi-Fiサービス 

※新規・コース変更受付を終

了しました。 

 

1契約毎に 

（機器（Pod）は標準 2台

セット） 

900円（税込 990円） 

メッシ Wi-Fiサービス機器

（Pod）追加 

※メッシ Wi-Fiサービス加

入者限定 

※新規・コース変更受付を終

了しました。 

1機器毎に 500円（税込 550円） 

＜上段に移動＞ 

 

 

 

＜上段に移動＞ 

＜上段に移動＞ 

 

 

 

＜上段に移動＞ 

 

 ＜通則 3と重複するため削除＞ 

 

＜2-2 利用料に移動＞ 

 

 
 

 

 

3.ユニバーサルサービス料 

項目 料金額（月額） 

ブロードバンドユニバーサル

料 ※1 

2 円（税込 2.2 円）※2※3 

※1 ブロードバンドユニバーサルサービス料は回線ごとに発生します。 

※2 ブロードバンドユニバーサルサービス料は、総務省の認可に基づき支援機関が算定

し一般社団法人電気通信事業者協会ホー）ページ 

https://www.tca.or.jp/broadband-universalservice/）で公開された番号単価に基づい

https://www.tca.or.jp/broadband-universalservice/
https://www.tca.or.jp/broadband-universalservice/
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いて、当社が定めます。 

※3 2026 年は、2026 年 3 月ご利用分のみが請求対象となります。 

 

4 工事費・手続き費用等 

 4-1 工事費 

新規契約時の

工事費の分割

払い 

※2022年7月1

日以降に締結

した契約より

適用 

契約者から当社に申込みがあり、当社がこれを承諾した

ときは、新規契約時の工事に関する費用について、予め

当社が別に定める回数に分割してお支払いいただきます

（以下「分割払い」といいます）。消費税は工事実施日の税

率が適用されます。 

1.当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には

分割払いの請求を承諾しないことがあります。 

(1)分割払いの申込をした者が分割支払金の支払いを現

に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

(2)当社の業務遂行上支障があるとき。 

(3)その他当社が不適当と判断したとき。 

2.分割払いの支払い期日及び支払い方法は、当社が別に

定めるものとします。 

3.契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当

然に分割払いに関する債務について期限の利益を失い、

直ちにその債務を支払うものとします。 
 

(1)支払期日に分割支払金の支払いを 1 回でも延滞した

とき。 

(2)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処

分を受けたとき。 

(3)破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の

倒産処理手続きの申立てを受けたとき又は自らこれらの

申立てをしたとき。 

4.契約者がすべての利用契約を解約し、又は約款の規定

に基づき当社が契約を解除した場合で、分割払いに係る

未払い工事があるときは、当社が別に定める場合を除き、

その工事費残額を一括で支払うものとします。 

引込工事費 30,000 円（税込（33,000 円） 

宅内工事費 実費 

機器設置調整

費 
18,000 円（税込（19,800 円） 

＜追加＞ 

  

4-2 変更手続き費 

て、当社が定めます。 

※3 2026 年は、2026 年 3 月ご利用分のみが請求対象となります。 

 

4 工事費・手続費等 

 4-1 工事費 

新規契約時の

工事費の分割

払い 

※2022年7月1

日以降に締結

した契約より

適用 

L加入者が、当社に対し、申込みをし、当社がこれを承

諾した場合、新規契約時の工事に関する費用は、予め当

社が別途定める回数に分割して支払うものとします（以

下「分割払い」といいます。）。消費税は、工事実施日の

税率が適用されます。 

１.当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合、

分割払いを承諾しないことがあります。 

(1)分割払いの申込をした者が、分割支払金の支払いを

現に怠り又は怠るおそれがあるとき。 

(2)当社の業務遂行上支障があるとき。 

(3)その他当社が不適当と判断したとき。 

２.分割払いの支払期日及び支払方法は、当社が別途定

めるものとします。 

３.加入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、

当然に分割払いに関する債務について期限の利益を失

い、当社に対し、直ちにその残債務を支払うものとしま

す。 

(1)支払期日に分割支払金の支払いを 1回でも延滞した

とき。 

(2)差押、仮差押、保全差押、仮処分（信用に関しない

ものを除く。）の申立て又は滞納処分を受けたとき。 

(3)破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上

の倒産処理手続の申立を受けたとき又は自らこれらの申

立をしたとき。 

４．加入者が、すべての利用契約を解約し又は当社が、約

款の規定に基づき契約を解除した場合で、分割払いに係

る未払い工事があるときは、当社が別に定める場合を除

き、その工事費残額を一括で支払うものとします。 

引込工事費 30,000 円（税込（33,000 円）※ 

宅内工事費 実費 

機器設置調整

費 
18,000 円（税込（19,800 円）※ 

※加入者の宅内設備の状況により、別途追加料金が発生する場合があります。 

 4-2 変更手続費 
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種類 料金額 

光パック手続き費 

（（光パック契約変更及び光パックから通

常サービスへの変更にかかる費用） 

3,000 円（税込（3,300 円） 

ネットプラン変更手続き費 3,000 円（税込（3,300 円） 

ルータ設置・交換手続き費 3,000 円（税込（3,300 円） 

引込線変更作業費 9,400 円（税込（10,340 円） 

宅内機器変更作業費 3,000 円（税込（3,300 円） 

※ お客様の宅内設備の状況により、別途追加料金が発生する場合があります。(ブー

スター等の有料の部材、宅内配線やテレビ端子の改修など） 

※ ご契約状況により、別途解除料が必要です。 

 

4-3 解約費 

種類 料金額 

引込線作業費用又は引込線撤去費 0 円 

サービス機器撤去・手続き費 0 円 

（ 

5 解除料(2022 年 7 月 1 日以降に締結した契約) 

 

サービス名称 月額利用料 
低利利用期

間 
解除料（非課税） 

光パック 500Mト

リプルケーブル

プラス版 

5,597円 

（税込 6,156円） 

２年間 

（24ヶ月） 

4,000円 

光パック 500Mト

リプルケーブル

ライン版 

5,437円 

（税込 5,980円） 

２年間 

（24ヶ月） 

光パック 1Gトリ

プルケーブルプ

ラス版 

9,160円 

（税込 10,076円） 

２年間 

（24ヶ月） 

光パック 1Gトリ

プルケーブルラ

イン版 

9,000円 

（税込 9,900円） 

２年間 

（24ヶ月） 

光スマートCSパ

ックケーブルプ

ラス版 

9,260円 

（税込 10,186円） 

２年間 

（24ヶ月） 

光スマートCSパ

ックケーブルラ

イン版 

9,100円 

（税込 10,010円） 

２年間 

（24ヶ月） 

種類 料金額 

光パック手続費 

（（光パック契約変更及び光パックから通

常サービスへの変更にかかる費用） 

3,000 円（税込（3,300 円） 

ネットプラン変更手続費 各 3,000 円（税込（3,300 円） 

ルータ設置・交換手続費 各 3,000 円（税込（3,300 円） 

引込線変更作業費 9,400 円（税込（10,340 円） 

宅内機器変更作業費 各 3,000 円（税込（3,300 円） 

※加入者の宅内設備の状況により、別途追加料金が発生する場合があります。 

※加入契約の状況により、別途解除料が必要です。 

 

 

4-3 解約費 

種類 料金額 

引込線作業費用又は引込線撤去費 0 円 

サービス機器撤去・手続費 0 円 

（ 

5 低利利用期間と解除料 

（①2022 年 7 月 1 日以降に締結した契約 

サービス名称 月額利用料 
低利利用期

間 
解除料（非課税） 

光パック 500Mト

リプルケーブル

プラス版 

5,597円 

（税込 6,156円） 

２年間 

（24か月） 

4,000円 

光パック 500Mト

リプルケーブル

ライン版 

5,437円（税込 5,980

円） 

２年間 

（24か月） 

光パック 1Gトリ

プルケーブルプ

ラス版 

9,160円 

（税込 10,076円） 

２年間 

（24か月） 

光パック 1Gトリ

プルケーブルラ

イン版 

9,000円 

（税込 9,900円） 

２年間 

（24か月） 

光スマートCSパ

ックケーブルプ

ラス版 

9,260 円 （ 税 込 

10,186円） 

２年間 

（24か月） 

光スマートCSパ

ックケーブルラ

イン版 

9,100 円 （ 税 込 

10,010円） 

２年間 

（24か月） 
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光スマートパッ

クケーブルプラ

ス版 

5,660円 

（税込 6,226円） 

２年間 

（24ヶ月） 

光スマートパッ

クケーブルライ

ン版 

5,500円 

（税込 6,050円） 

２年間 

（24ヶ月） 

マンション接続

サービス 

110Mbps（HFC） 

3,429円 

（税込 3,771円） 

1年間 

（12ヶ月） 

3,000円 
マンション接続

サービス 

200Mbps（HFC） 

4,572円 

（税込 5,029円） 

1年間 

（12ヶ月） 

＜2章 9条から移動＞ 

＜追加＞ 

スマイル光パック 1ギガトリプル、スマイル光パック 500 メガトリプルにおける、第 1

項の低利利用期間は、各スマイル光パックの契約対象サービスのご利用料金が満額請求

となる月から起算して３年間とします。３年契約終了月の当月（36 カ月目の月の１日か

ら末日まで）、翌月（37 ヶ月目の月の１日から末日まで）、翌々月（38 ヶ月目の月の１

日から末日まで）のように、契約日から満３年（整数倍）の期間が終了する当月及び経

過した直後の２ヶ月間を契約更新月として定めます。契約更新月にお客様からのお申し

出がない限り、同一契約条件で３年間自動更新となり、以降も同様となります。低利利

用期間内に、契約の変更又は解約若しくは解除があった場合は、加入者は会社に対し、

解除料を会社が指定する方法により一括して支払うものとします。解除料は、下記表に

記載した額とします。2022 年 7 月以降の更新月(37 ヶ月目)にて解除料は廃止となりま

す。 

 

解除料 

       利用期間（満3年）   

1～ 12 ヶ

月目 

13～24 ヶ

月目 

25～35 ヶ

月目 
36 ヶ月（ 

37 ヶ月（ 

更新月 
38 ヶ月 

48,000 円 36,000 円 10,000 円 解除料がかかりません 

 

6 貸与機器価格相当分 

貸与機器 損害賠償金 

同軸通信端末 25,000 円（税込（（27,500 円）（（（（（（（（（ 

光通信端末(10 ｷﾞｶﾞ以外) 25,000 円（税込（（27,500 円）（（（（（（（（（ 

光通信端末(10 ｷﾞｶﾞ) 42,100 円（税込 46,310 円） 

LAN集線装置(10 ｷﾞｶﾞ) 23,200 円（税込 25,520 円） 

無線通信端末（機機） 9,048 円（税込（（（9,952 円） 

光スマートパッ

クケーブルプラ

ス版 

5,660円 

（税込 6,226円） 

２年間 

（24か月） 

光スマートパッ

クケーブルライ

ン版 

5,500円 

（税込 6,050円） 

２年間 

（24か月） 

マンション接続

サービス 

110Mbps（HFC） 

3,429円 

（税込 3,771円） 

1年間 

（12か月） 

3,000円 
マンション接続

サービス 

200Mbps（HFC） 

4,572円 

（税込 5,029円） 

1年間 

（12か月） 

 

②2022 年 6 月 30 日までに加入契約を締結した場合 

スマイル光パック 1ギガトリプル、スマイル光パック 500 メガトリプルにおける、第 1項

の低利利用期間は、各スマイル光パックの契約対象サービスのご利用料金が満額請求とな

る月から起算して３年間とします。３年契約終了月の当月（36 か月目の月の１日から末

日まで）、翌月（37 か月目の月の１日から末日まで）、翌々月（38 か月目の月の１日から

末日まで）のように、契約日から満３年（整数倍）の期間が終了する当月及び経過した直

後の２か月間を契約更新月として定めます。契約更新月に加入者からの申出がない限り、

同一契約条件で３年間自動更新となり、以降も同様となります。低利利用期間内に、契約

の変更又は解約又は解除があった場合は、加入者は当社に対し、解除料を当社が指定する

方法により一括して支払うものとします。解除料は、下記表に記載した額とします。2022

年 7 月以降の更新月(37 か月目)にて解除料は廃止となります。 

 

 

解除料 

       利用期間（満3年）   

1～ 12 か

月目 

13～24 か

月目 

25～35 か

月目 
36 か月（ 

37 か月（ 

更新月 
38 か月 

48,000 円 36,000 円 10,000 円 解除料がかかりません 

 

6 設置機器等価格相当分（機器を紛失した場合等の損害賠償金） 

貸与機器 損害賠償金 

同軸通信端末 25,000 円（税込（（27,500 円）（（（（（（（（（ 

光通信端末(10 ｷﾞｶﾞ以外) 25,000 円（税込（（27,500 円）（（（（（（（（（ 

光通信端末(10 ｷﾞｶﾞ) 42,100 円（税込 46,310 円） 

＜下段に移動＞ 

無線通信端末（機機） 9,048 円（税込（（（9,952 円） 
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無線通信端末（子機） 7,524 円（税込（（（8,276 円） 

＜下段から移動＞ 

メッシ 機能付き無線通信端末 

（（光スマートパック） 

11,910 円（税込（（13,101 円） 

＜上段から移動＞ 

LAN集線装置(10 ｷﾞｶﾞ) 
23,200 円（税込 25,520 円） 

無線LAN機器（Pod） 18,000 円（税込（（19,800 円） 

メッシ 機能付き無線通信端末 

（（光スマートパック） 
11,910 円（税込（（13,101 円） 

＜追加＞ 

無線通信端末（子機） 7,524 円（税込（（（8,276 円） 

 

無線通信端末（光スマートパック） 

 

 

11,910 円（税込（（13,101 円） 

 

LAN集線装置(10 ｷﾞｶﾞ) 

 

23,200 円（税込 25,520 円） 

 

無線LAN機器（Pod） 18,000 円（税込（（19,800 円） 

＜上段に移動＞ 

 

 

※上記定めのない機器につき、当社は、加入者に対し、個別に算出した金額を、請求する

ものとします。 

 

 

 


